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問１ 

 生命保険に関するコンサルティングや法令、制度等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの

答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題１） 
 

（設問Ａ）ＣＦＰ認定者は、４人の相談者に対して生命保険に関するアドバイスを行った。ＣＦＰ

認定者が行った次のアドバイスの下線部のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．相談者Ａ   ：保険契約者と満期保険金受取人が私である養老保険の積立配当金は引出し

自由なため、中途で引き出すつもりです。中途で引き出した場合、その配

当金に対して所得税・住民税は課税されますか。 

ＣＦＰ認定者：保険期間中に配当金を受け取る場合、その配当金に対して所得税・住民税

は課税されません。 

２．相談者Ｂ   ：低解約返戻金型終身保険（有期払込型）に関心があります。他の契約条件

が同一で低解約返戻金型でない終身保険と比べて、低解約返戻金型終身保

険にはどのような特徴があるのでしょうか。 

ＣＦＰ認定者：低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の一定期間における解約返

戻金額および死亡保険金額が、他の契約条件が同一で低解約返戻金型でな

い終身保険と比較して低く設定されているため、割安な保険料となってい

ます。 

３．相談者Ｃ   ：妻が会社でＢグループ保険（団体定期保険）の募集パンフレットをもらっ

てきました。Ｂグループ保険とはどのような商品ですか。 

ＣＦＰ認定者：法人が保険契約者となる保険で、個人で加入する場合に比べて割安な保険

料で加入できる場合もある掛捨ての定期保険です。会社の退職金規程等で

定められた死亡退職金の範囲を超える死亡保険金での加入はできません。 

４．相談者Ｄ   ：銀行口座への入金を忘れたため、加入している終身保険が失効してしまい

ました。どうすれば契約が元のとおりに戻りますか。 

ＣＦＰ認定者：「復活」という制度を利用できる場合、所定の手続きをすることによって、

契約を再び有効にすることができます。復活する場合は、未払いの保険料

の払込みをすればよく、告知や医師の診査は不要です。 

 

  



 
2025年度第2回 リスクと保険 

3 リ ス ク と 保 険  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題２） 
 

（設問Ｂ）生命保険会社のディスクロージャー資料における各用語に関する次の記述のうち、最も不適

切なものはどれか。 

 

１．エンベディッド・バリュー（ＥＶ）とは、生命保険会社の企業価値を表す指標の一つであり、

業界統一の技術的手法を用いて算出する修正純資産と保有契約価値を合算した額である。 

２．格付けとは、生命保険会社の財務健全性や収益力などを格付機関が総合評価し、記号化した

ものであるが、格付けの対象項目や定義・記号は、格付機関により異なる。 

３．変額保険や変額個人年金保険などの特別勘定は、その資産運用実績を直接保険金等に反映す

るもので、他の勘定と分離して運用している。 

４．生命保険会社の保有契約高は、個人年金保険の場合、年金支払開始前契約の年金支払開始時

における年金原資の額と年金支払開始後契約の責任準備金の額の合計額となる。 

 

（問題３） 
 

（設問Ｃ）生命保険契約についての保険法の規定およびそれに基づく取扱いに関する次の記述のうち、

最も適切なものはどれか。 

 

１．生命保険契約の締結に当たり、保険契約者または被保険者になる者は、保険事故の発生の可

能性に関する重要な事項について、生命保険会社に対し、自発的に判断して申告しなければ

ならないとされている。 

２．保険契約者は遺言によって死亡保険金受取人を変更することができるため、変更前の受取人

が死亡保険金を請求し受け取った後でも、保険契約者の相続人が生命保険会社に通知すれば、

生命保険会社から死亡保険金を受け取ることができる。 

３．保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約において、契約を同意するに当たって前提とし

た事情（夫婦関係等）が著しく変化したなどの場合、被保険者が生命保険会社に対して当該

保険契約の解除を直接請求することができる。 

４．生命保険契約の解約返戻金について差押えがされており、債権者がその契約の解除をする前

に保険金の支払事由が生じた場合、生命保険会社は保険金のうち解約返戻金相当額を債権者

に支払い、残額を保険金受取人に支払う。 
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（問題４） 
 

（設問Ｄ）生命保険料算定の数理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．生命表には、国民生命表と経験生命表があり、現在、生命保険会社では、国民生命表を保険

料算定の基礎として使用している。 

２．契約時に保証期間付終身年金を選択した個人年金保険では、予定死亡率と予定利率をともに

高く設定した場合、他の条件が同一であれば、保険料は高くなる。 

３．所定の要介護状態に該当した場合に介護年金を一生涯受け取ることができるタイプの民間介

護保険において、被保険者が男性の場合と女性の場合を比較すると、他の条件が同一であれ

ば、男性は女性に比べて割安な保険料が設定されている。 

４．無選択型終身保険は、被保険者の健康状態を診査する費用がかからないため、他の条件が同

一であれば、告知や診査を必要とする終身保険と比較して割安な保険料が設定されている。 
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問２ 

 保険契約等の税務上の取扱いに関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から

１つ選んでください。 

 

（問題５） 
 

（設問Ａ）目黒さん（６７歳・女性）の２０２５年分の収入は、下記＜資料＞のとおりである。目黒さ

んの２０２５年分の所得税の雑所得の金額として、正しいものはどれか。なお、必要経費の

計算過程については小数点以下第３位を切り上げ、第２位まで算出することとする。また、

他に雑所得はないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

① 老齢厚生年金および老齢基礎年金：１８０万円 

② 企業年金：３０万円（受取期間２０年） 

企業型確定拠出年金（企業型ＤＣ）に基づく年金であり、在職中、目黒さんがマッチング拠出

により２５０万円拠出している。 

③ 個人年金保険（５年保証期間付終身年金）：３０万円（内訳：基本年金および増額年金合計で

３０万円、配当なし） 

目黒さん本人が保険料負担者かつ被保険者であり、年金支給開始時年齢は６５歳である。 

既払込正味保険料総額：５００万円 

④ 相続した個人年金保険（１０年確定年金）：９０万円 

目黒さんの父が２０２３年１０月に死亡し相続した契約であり、年金支払い開始年月が２０２２

年１１月で、２０２３年１１月分から目黒さんが年金を受け取っている。 

既払込正味保険料総額：８１０万円（契約当初より目黒さんの父が全額を負担） 

年金受給権の相続税評価額：８６４万円 

総収入金額算入額（課税部分）：１.２万円 

 

＜公的年金等控除額の速算表＞ 

納税者区分 公的年金等の収入金額（Ａ） 

公的年金等控除額 

公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額 

１,０００万円 以下 

６５歳未満の者 

 １３０万円 以下 ６０万円 

１３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

６５歳以上の者 

 ３３０万円 以下 １１０万円 

３３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 
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＜余命年数表（所得税法施行令からの抜粋)＞ 

年金の支給

開始日にお

ける年齢 

余命年数 年金の支給

開始日にお

ける年齢 

余命年数 

男 女 男 女 

６０歳 １９年 ２３年 ６６歳 １４年 １８年 

６１  １８ ２２ ６７  １４ １７ 

６２  １７ ２１ ６８  １３ １６ 

６３  １７ ２０ ６９  １２ １５ 

６４  １６ １９ ７０  １２ １４ 

６５  １５ １８ ７１  １１ １４ 

 

１． ８９.６２万円 

２．１０２.２２万円 

３．１０３.４２万円 

４．１１１.１０万円 

 

（問題６） 
 

（設問Ｂ）住吉さんが２０２５年中に受け取った保険金等は、下記＜資料＞のとおりである。住吉さん

の２０２５年分の所得税の一時所得のうち、総所得金額に算入すべき金額として、正しいも

のはどれか。なお、契約①～④の保険契約者（保険料負担者）は住吉さんであり、いずれも

特約を付加していないものとする。また、他に一時所得はないものとする。 

 

＜資料＞ 

契約 保険種類 被保険者 内容 受取額 払込保険料総額 備考 

① 
変額保険 

（有期型） 
住吉さん 満期保険金 ７００万円 ５００万円 （注１） 

② 養老保険 住吉さん 満期保険金 ３００万円 ３２０万円 － 

③ 終身保険 住吉さんの母 死亡保険金 ９４０万円 ５００万円 （注２） 

④ 
一時払 

終身保険 
住吉さん 解約返戻金 ３６０万円 ３００万円 （注３） 

（注１）住吉さんの父から住吉さんに保険契約者（保険料負担者）の変更が行われており、変更時点で

の払込保険料総額は２００万円、解約返戻金は２００万円である。なお、住吉さんの父は存命

であり、住吉さんの父からの名義変更は相続または遺贈によるものではない。 

（注２）住吉さんの母は２０２５年３月に死亡し、受取額は、死亡保険金から契約者貸付金およびその

利息の合計額６０万円を控除した額である。 

（注３）加入してから４年８ヵ月後に解約した。 

 

１．２７５万円 

２．３０５万円 

３．３１５万円 

４．３４５万円  
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（問題７） 
 

（設問Ｃ）米田さんが、（１）２０２５年中に支払った医療費等、（２）２０２５年中に受け取った給付

金等は、下記＜資料＞のとおりである。米田さんの２０２５年分の所得税の医療費控除の金

額として、正しいものはどれか。なお、米田さんの２０２５年分の総所得金額等は６００万

円であり、セルフメディケーション税制については考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

（１）２０２５年中に支払った医療費等 

 治療等を受けた者 内容 支払金額 備考 

① 米田さん本人 

膝の治療に係る入院治療等の費用 

（うち差額ベッド代） 

（うち入院のための身の回り品購入費） 

（うち治療等を受けるための通院費） 

２１万円 

（３万円） 

（０.３万円） 

（１.２万円） 

 

（注１） 

 

（注２） 

② 米田さん本人 
メタボリックシンドロームに係る特定健

康診査の費用 
１万円 （注３） 

③ 米田さん本人 
病気治療のための医薬品代 

医薬品代とは別に支払った特別の料金 

４万円 

０.５万円 

 

（注４） 

④ 米田さんの妻 
薬局で購入した病気予防のためのビタミ

ン剤 
０.５万円 （注５） 

⑤ 米田さんの長女 
視力回復レーザー手術（レーシック手

術）の費用 
１２万円 （注５） 

（注１）米田さん本人の希望により個室に入院した。 

（注２）自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代。 

（注３）特定健康診査の結果、特定健康診査を行った医師の指示に基づいた特定健康指導は行われ

ていない。 

（注４）後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある医薬品について、先発医薬品を希望したことに

より支払った特別の料金。 

（注５）米田さんの妻および長女は、米田さんと生計を一にしている。 

 

（２）２０２５年中に受け取った給付金等 

生命保険からの入院給付金等：２０万円（上記（１）①の米田さん本人の治療費に係るもの） 

 

１．３.０万円 

２．６.５万円 

３．７.０万円 

４．７.５万円  
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（問題８） 
 

（設問Ｄ）浜松さんが２０２５年中に支払った保険料は、下記＜資料＞のとおりである。浜松さんの

２０２５年分の所得税の生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、いずれ

の契約も適正に保険料は支払われており、生命保険料控除の対象となる要件を満たしている

ものとし、契約①以外の契約について、配当金はないものとする。また、控除額が最も大き

くなる組み合わせを用いるものとする。 

 

＜資料＞ 

契約 保険種類 契約時期 
保険料 

払込方法 

年間正味 

払込保険料 
備考 

① 団体医療保険 ２０１０年 月払い ２４,２００円 （注１） 

② 終身保険 ２００７年 月払い ８４,０００円 （注２） 

③ 介護保障保険 ２０２０年 月払い ２３,８００円 （注３） 

④ 個人年金保険 ２００８年 年払い ６６,０００円 （注４） 

（注１）毎年４月１日に自動更新する１年契約のものであり特約の付加はない。２０２５年に受け取っ

た配当金１１,８００円を控除した額が年間正味払込保険料の額である。 

（注２）２０２５年８月に指定代理請求特約を中途付加している。 

（注３）死亡保険金額と介護保険金額が同額であり、各保障に応じた保険料の区分はない。 

（注４）税制適格特約付個人年金保険である。２０２５年１１月までに実際に支払った保険料が

６６,０００円で、２０２５年１２月分の保険料６,０００円は口座の残高不足により引き落と

しができなかったため、２０２６年１月に支払うものとする。 

 

＜所得税の生命保険料控除の控除額の速算表＞ 

（１）２０１１年１２月３１日以前に締結した保険契約（旧契約）等に係る控除額 

年間の支払保険料の合計 控除額 

 ２５,０００円 以下 支払保険料の全額 

２５,０００円 超 ５０,０００円 以下 支払保険料×１／２＋１２,５００円 

５０,０００円 超 １００,０００円 以下 支払保険料×１／４＋２５,０００円 

１００,０００円 超  ５０,０００円 

 

（２）２０１２年１月１日以後に締結した保険契約（新契約）等に係る控除額 

年間の支払保険料の合計 控除額 

 ２０,０００円 以下 支払保険料の全額 

２０,０００円 超 ４０,０００円 以下 支払保険料×１／２＋１０,０００円 

４０,０００円 超 ８０,０００円 以下 支払保険料×１／４＋２０,０００円 

８０,０００円 超  ４０,０００円 

 

１．１０３,６００円 

２．１０９,６００円 

３．１１１,１００円 

４．１１３,６００円  
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問３ 

 小原さん夫婦は、現在ＰＡ社の生命保険に加入していますが、知人の生命保険募集人よりＰＢ社と

ＰＣ社の生命保険への見直しの提案を受けていることから、ＣＦＰ認定者に相談しました。以下の設

問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、契約時から保険事故

までに保険金・給付金などの支払いは一切なく、特約はすべて更新しており、免責事項に該当する事由

はないものとします。また、保険金、給付金および年金は、約款所定の支給要件をすべて満たすものと

します。 

 
 

［家族構成］ 

氏名 続柄 年齢 備考 

小原 昌志 本人 ５４歳 会社員 

小原 理恵 妻 ５３歳 パートタイマー 

小原 浩二 長男 ２２歳 大学生 

 

［現在加入しているＰＡ社の生命保険の保障内容］ 

・ 保険証券＜資料１＞参照 

 

［提案を受けているＰＢ社の生命保険の保障内容］ 

・ 保険提案書＜資料２＞参照 

 

［提案を受けているＰＣ社の生命保険の保障内容］ 

・ 保険設計書＜資料３＞参照 
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＜資料１＞ＰＡ社 
 

保険種類 ５年ごと配当付終身保険 保険証券記号番号 ○○○－△△△△ 
 

保険契約者 小原 昌志 様 ご印鑑 

 

 

 契約日：２０１０年１２月１日 
主契約の保険期間：終身 
主契約の保険料払込期間：６０歳払込満了 
保険料払込方法：年１２回 
保険料払込期月：毎月 
社員配当金支払方法：積立配当方式 
保険料：××,×××円 

被保険者 
小原 昌志 様 
契約年齢 ３９歳 男性 
１９７１年４月３日生 

 

死亡保険金受取人 小原 理恵 様（妻） 
受取割合 
１００％  

 

 
■ご契約内容 

主契約の内容 保険期間 保険金額等 

５年ごと配当付終身保険 終身 保険金額         ８００万円 
◇死亡・所定の高度障害状態に該当したとき、死亡保険金または高度
障害保険金を支払います。 

特約の内容 保険期間 保険金額・年金額・給付金額等 

５年ごと配当付特定疾病 
保障定期保険特約 

１５年 
（更新型） 

保険金額       １,０００万円 
◇所定の三大疾病（がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中）によ
る所定の状態に該当したとき、特約特定疾病保険金を支払います。 

◇死亡・所定の高度障害状態に該当したとき、特約死亡保険金または
特約高度障害保険金を支払います。 

５年ごと配当付障害保障 
特約 

１５年 
（更新型） 

保険金額       １,５００万円 
◇死亡されたとき、特約死亡保険金を支払います。 
◇病気・ケガを問わず所定の身体障害状態に該当したとき、特約障害
保険金を支払います。 

５年ごと配当付特定状態 
収入保障特約 

（１０年確定年金型） 

１５年 
（更新型） 

特約年金額        ２４０万円 
◇所定の三大疾病（がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中）に
よる所定の状態に該当したとき、特約特定疾病年金を支払います。 

◇病気・ケガを問わず所定の身体障害状態に該当したとき、特約障害
年金を支払います。 

◇病気・ケガを問わず所定の要介護状態に該当したとき、特約介護年
金を支払います。 

◇年金支払開始日前に死亡されたとき、特約死亡給付金（特約年金額
と同額）を支払います。 

新総合医療特約 
（６０日型） 
（本人・妻型） 

１５年 
（更新型） 

入院給付金日額     ５,０００円 
◇病気またはケガにより１日以上入院したとき、災害入院給付金また
は疾病入院給付金を支払います。 

◇病気またはケガにより所定の手術を受けたとき、手術給付金（入院
中の手術の場合、入院給付金日額の２０倍、外来手術の場合、入院
給付金日額の５倍）を支払います。 

◇所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金（入院給付金日
額の１０倍）を支払います。 

◇妻の場合は、本人の６割の災害入院給付金・疾病入院給付金・手術
給付金・放射線治療給付金になります。 

八大生活習慣病入院特約 
（１２０日型） 
（本人・妻型） 

１５年 
（更新型） 

入院給付金日額     ５,０００円 
◇所定の八大生活習慣病（がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒
中、高血圧、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎）の治療のた
めに１日以上入院（日帰り入院を含む）したとき、入院給付金を支
払います。 

◇妻の場合は、本人の６割の入院給付金になります。 

保険料払込免除特約 － ◇所定の三大疾病（がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中）によ
る所定の状態に該当したとき、または約款所定の身体障害状態・要介
護状態に該当したとき、以後の保険料の払込は不要となります。 

リビング・ニーズ特約 － ◇余命６ヵ月以内と判断されたとき、死亡保険金の範囲内かつ同一被
保険者を通算して３,０００万円を限度に保険金を請求することが
できます（保険金額を指定いただく場合の死亡保険金の合計額に
は、主契約のほか特定疾病保障定期保険特約、障害保障特約、特定
状態収入保障特約を含めることができます）。 

指定代理請求特約 － ◇被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者本人が保険金
等を請求できない特別な事情があるとき、指定代理請求人による保
険金等の代理請求を行うことができます。 

 

  

 

小
原 
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＜資料２＞ＰＢ社 
 

ご提案書 

無配当終身医療保険（無解約払戻金・Ⅱ型） 

 

【基本情報】 
（保険契約者）小原 昌志 様 
（被保険者）小原 昌志 様 
（性別）男性 
（生年月日）１９７１年４月３日生 
（契約年齢）５４歳 
（給付金の受取人）被保険者 様 
（指定代理請求人）小原 理恵 様 
（死亡時払戻金受取人）小原 理恵 様 

 

（予定契約日）２０２５年１２月１日 

（保険期間）終身 

（保険料払込期間）６５歳 

（保険料払込方法（回数））月払 

（保険料）×,×××円 

（入院給付金日額）１０,０００円 

（三大疾病一時給付金額）１,０００,０００円 
 

◇ご提案内容 

名称等 
保険期間／ 

保険料払込期間 
お支払金額 

災害入院給付金 

 

疾病入院給付金 

 

手術給付金 

【入院中】 

・がん（悪性新生物）、心疾患、脳

血管疾患の治療目的 

・上記以外の治療目的 

【入院中以外】 

  

骨髄ドナー給付金 

死亡時払戻金 

入院一時給付金特則（※） 

入院一時給付金 

終身／６５歳 入院給付金日額×入院一時給付金期間経過後の入院日数 

 

入院給付金日額×入院一時給付金期間経過後の入院日数 

 

 

 

入院給付金日額の４０倍 

 

入院給付金日額の２０倍 

入院給付金日額の５倍 

 

入院給付金日額の２０倍 

入院給付金日額の１０倍 

 

入院給付金日額の１０倍 

先進医療給付特約 

先進医療給付金 

 

三大疾病一時給付金特約（２０２５） 

がん一時給付金 

心疾患一時給付金  

・支払事由が急性心筋梗塞 

・支払事由が上記以外の心疾患 

脳血管疾患一時給付金 

・支払事由が脳卒中 

・支払事由が上記以外の脳血管疾患 

終身／６５歳 

 

 

終身／６５歳 

先進医療等にかかる技術料と同額 

 

 

 

三大疾病一時給付金額 

 

三大疾病一時給付金額 

三大疾病一時給付金額×５０％ 

 

三大疾病一時給付金額 

三大疾病一時給付金額×５０％ 

（※）１０日分の入院給付金が一時金として支払われます。 
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＜資料３＞ＰＣ社 
 

保険設計書＜無配当 医療保険（２０２５)＞  
・ ご契約予定日 ２０２５年１２月１日 

・ 保険期間の終期（満了日）終身 

 
・ 保険契約者 小原 理恵 様 

・ 生年月日 １９７２年５月６日 

・ 性別 女性 

 

・ 払込方法（回数） 

月払（毎月） 

・ 保険料：×,×××円 

 

・ 払込期月の終期 

２０３７年６月１日～末日 

（２０３７年６月分保険料） 

 
・ 被保険者  小原 理恵 様 

・ 生年月日 １９７２年５月６日 

・ 性別 女性 

・ 契約年齢 ５３歳 

 

・ 死亡保険金受取人 死亡保険金はございません。 

・ 上記指定以外の保険金・給付金等受取人 小原 理恵 様 

・ 指定代理請求特約指定代理請求人 小原 昌志 様 

 

◇ご提案内容 

 
保険金・ 

給付金等の種類 

保険

期間 

払込 

期間 
支払事由の概要 保険金額・給付金額等 

主
契
約
・
特
約
・
特
則 

医療保険２０２５Ｂ型

手術Ⅰ型（６０日型） 

入院給付金 

 

手術給付金 

 

 

終身 

 

終身 

 

 

６５歳 

まで 

６５歳 

まで 

 

 

疾病または災害で１日

以上入院のとき 

所定の手術を受けたとき 

 

 

１日につき １０,０００円 

 

手術の種類により入院給付金日額の

４０倍、２０倍、１０倍、５倍 

医療用がん診断給付特約 

がん診断給付金 

終身 ６５歳 

まで 

責任開始日以後がんと

診断確定されたとき 

１,０００,０００円 

医療用がん外来治療 

給付特約 

がん外来治療給付金 

終身 ６５歳 

まで 

責任開始日以後の診断

確定がんで所定の外来

治療を受けたとき 

１日につき １０,０００円 

医療用新先進医療特約 

先進医療給付金 

終身 ６５歳 

まで 

所定の先進医療による

療養を受けたとき 

受療した先進医療の技術料相当額

（通算２,０００万円限度） 

三大疾病支払日数 

無制限特則 

疾病入院給付金 

終身 ６５歳 

まで 

約款所定のがん・急性

心筋梗塞・脳卒中で入院

し、１入院支払限度日数

に達した日の翌日以降 

１入院支払限度日数に達した日の翌

日以降１日につき １０,０００円 

＜上記以外の特約および主な特則＞ 

・ 死亡保険金不担保特則 

・ 指定代理請求特約 

＜ご案内＞ 

・ 医療用がん診断給付特約および医療用がん外来治療給付条項

にもとづき、がん診断給付金およびがん外来治療給付金の支

払については、この特約の保険期間の始期の属する日からそ

の日を含めて９１日目を特約の責任開始期として保険契約上

の保障を開始します。 

＜ご契約に関する情報＞ 

・ 保険契約の型 Ｂ型 

・ 手術給付金の型 手術Ⅰ型 

・ 入院給付金の支払限度の型 ６０日型 
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（問題９） 
 

（設問Ａ）ＣＦＰ認定者は、昌志さんが入院した場合の保障内容について説明した。２０２６年２月

に昌志さんが慢性腎不全と診断され１２日間継続して入院し、その間に手術を受け退院した

場合、受け取ることができる保険金等の合計額の比較として、正しいものはどれか。 

 

１．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、２０万円多い。 

２．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、１６万円多い。 

３．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、１０万円多い。 

４．見直し前（ＰＡ社）と見直し後（ＰＢ社）では、同額である。 

 

（問題１０） 
 

（設問Ｂ）ＣＦＰ認定者は、昌志さんが事故で死亡した場合の保障内容について説明した。２０２６

年３月に昌志さんが交通事故により即死した場合、受け取ることができる保険金等の合計額

の比較として、正しいものはどれか。 

 

１．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、３,５４０万円少ない。 

２．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、３,５３０万円少ない。 

３．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、３,３００万円少ない。 

４．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、３,２９０万円少ない。 

 

（問題１１） 
 

（設問Ｃ）ＣＦＰ認定者は、昌志さんが事故で高度障害状態になった場合の保障内容について説明し

た。２０２６年５月に昌志さんが交通事故により３０日間入院し、その間に手術を受けたが

所定の高度障害状態になった場合、受け取ることができる保険金等の合計額の比較として、

正しいものはどれか。なお、解答に当たっては以下の＜条件＞に基づくこと。 

 

＜条件＞ 
 

・ ＰＡ社においては、高度障害保険金、特約高度障害保険金、特約障害保険金は１００％支払わ

れるものとし、年金形式で受け取る特約障害年金は１０年間にわたって１０回受け取った時点

で試算するものとする。 

 

１．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、５,６７５万円少ない。 

２．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、５,６５５万円少ない。 

３．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、５,６５０万円少ない。 

４．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＢ社）の方が、３,５１５万円少ない。 
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（問題１２） 
 

（設問Ｄ）ＣＦＰ認定者は、理恵さんが入院した場合の保障内容について説明した。２０２６年４月

に理恵さんが乳がんと診断確定され２０日間継続して入院し、その間に手術と放射線治療お

よび先進医療に該当する治療を受け、退院後に１０日間通院し治療を受けた場合、受け取る

ことができる保険金等の合計額の比較として、正しいものはどれか。なお、解答に当たって

は以下の＜条件＞に基づくこと。 

 

＜条件＞ 
 

・ 先進医療に該当する治療に係る技術料は、２５０万円であるものとする。 

・ 手術は、ＰＣ社においては、入院給付金日額の４０倍の給付に該当するものとする。 

 

１．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＣ社）の方が、４２０万円多い。 

２．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＣ社）の方が、３９９万円多い。 

３．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＣ社）の方が、３８９万円多い。 

４．見直し前（ＰＡ社）より見直し後（ＰＣ社）の方が、３８５万円多い。 
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問４ 

 安藤さん夫婦は、生命保険についてＣＦＰ認定者に相談しました。以下の設問Ａ～Ｃについて、そ

れぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 
 

［家族構成］ 

氏名 続柄 年齢 備考 

安藤 久明 本人 ４０歳 会社員 

安藤 裕子 妻 ３８歳 パートタイマー 

安藤 栞 長女 １０歳 小学生 

安藤 翔太 長男  ８歳 小学生 

 

［状況等］ 

・ 久明さんは、２２歳から株式会社ＮＡに勤務（厚生年金保険加入）している。 

・ 久明さんと裕子さんには、国民年金保険料の未納期間および免除期間はない。 
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（問題１３） 
 

（設問Ａ）久明さんが受け取った生命保険契約に係る支払調書に関する次の記述のうち、最も不適切な

ものはどれか。なお、解答に当たっては、下記＜資料＞（ＮＴ生命保険会社が所轄税務署と

保険契約者宛に発行している支払調書のうち、保険契約者宛のもの）を参照すること。 

 

＜資料＞ 
 

お知らせ ＮＴ生命保険会社 

 

先般お申し出いただきました諸支払金の内容につきまして、次のとおりご案内いたします。 

証券番号 

××－××××× 

保険契約者 

安藤 久明 様 

お支払理由 

満期 
 

保険金受取人 

安藤 久明 様 

被保険者 

安藤 裕子 様 

満期日 

２０２５年１０月３１日 

支払日 

２０２５年１０月３１日 

 

［支払内容］ 

保険金額等 

２,０００,０００円 

増加または割増保険金額等 

０円 

未払利益配当金等 

０円 

貸付金額・同未収利息 

０円 

未払込保険料等 

０円 

前納保険料等払戻金 

０円 

差引支払額等 

２,０００,０００円 

既払込保険料 

１,８００,０００円 

 

上記［支払内容］には、「その他払戻金精算据置金等」の金額は含まれておりません。つきまして

は、満期時に据置金等の精算があった場合は、実際の受取金額と相違しております。２０１８年１

月以後にご契約者を変更された場合は、支払調書に契約者変更情報を掲載します（契約転換制度に

より加入されたご契約のうち、複数のご契約を被転換契約とする場合を除く）。 

契約者変更回数 

１回 

変更前保険契約者 

安藤 裕子 様 

変更後保険契約者の既払込保険料 

１,５００,０００円 

 

１．上記＜資料＞の契約の当初の保険契約者は、裕子さんである。 

２．上記＜資料＞の契約の保険契約者を久明さんに変更した際に、久明さんには贈与税が課され

ている。 

３．上記＜資料＞の契約について、久明さんが支払った保険料は１,５００,０００円である。 

４．上記＜資料＞の満期保険金のうち、久明さんが負担した保険料に係る金額は所得税（一時所

得）の課税対象となる。 

  



 
リスクと保険 2025年度第2回 

18 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 リ ス ク と 保 険 

（問題１４） 
 

（設問Ｂ）裕子さんは、下記＜資料＞の生命保険への加入を検討している。下記＜資料＞の内容で加入

後、裕子さんが乳がん（非浸潤性ではない）に罹患した場合の保険金および給付金の受取額

に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない要件は満たしている

ものとする。 

 

＜資料＞ 
 

【５年ごと配当付がん終身保障保険（解約返戻金抑制型）】 

●特徴 

・ 初回診断時だけでなく、１年経過後の再発・転移等でも、お支払回数無制限で一時金をお受

け取りいただけます 

・ 長引くがんの薬物治療にも、治療を受けた月ごとに給付金をお支払回数無制限でお受け取り

いただけます 

・ 適応外薬や未承認薬を使用した自費診療となるがんの薬物治療もサポートします 

・ がんで入院や手術、放射線治療をしたとき、治療を受けた月ごとに給付金をお支払回数無制

限でお受け取りいただけます 

 

●仕組図（イメージ） 

 

 

  

特定自費診療 
がん薬物治療 
給付金 

９０歳まで更新 

がん先進医療 

給付金 

がん治療充実給付金 １０万円 

ご契約 

一生涯 

特定自費診療 
がん薬物治療 
保障特約 

がん先進医療 
保障特約 

がん治療充実 
終身保障特約 
１０万円 

主契約 
６５万円 

がん保険金 ５０万円 
がん・上皮内新生物保険金 ５万円 
がん薬物治療給付金 １０万円 

９０歳まで更新 

保険料払込期間（終身） 

※がん保険料払込免除特約 
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●お支払事由 

主契約／特約 給付金 給付内容 

主契約 

がん保険金 

所定の悪性新生物（がん）※１と医師によって診断確定された

とき、または、１年を経過した後、再発・転移・新たな所定

の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定されたとき

に、保険金をお支払いします（お支払い回数は無制限）。 

がん・ 

上皮内新生物保険金 

悪性新生物（がん）・上皮内新生物※２と医師によって診断確

定されたときに、保険金をお支払いします（お支払い回数は

１回）。 

がん薬物治療給付金 

主契約のがん保険金またはがん・上皮内新生物保険金のお支

払事由に該当し、かつ、所定の薬物治療（抗がん剤、ホルモ

ン剤または分子標的薬）を伴う入院または通院※３をしたとき

に、給付金をお支払いします（お支払いは同月内に１回の

み・お支払い回数は無制限）。 

がん治療充実 

終身保障特約 
がん治療充実給付金 

主契約のがん保険金またはがん・上皮内新生物保険金のお支

払事由に該当し、かつ、所定の入院、手術または放射線治療※４

をしたときに、給付金をお支払いします（お支払いは同月内

に１回のみ）。 

がん先進医療 

保障特約 
がん先進医療給付金 

悪性新生物（がん）・上皮内新生物を原因とした先進医療に

よる療養を受けたときに、給付金をお支払いします。 

特定自費診療 

がん薬物治療 

保障特約 

特定自費診療 

がん薬物治療給付金 

主契約のがん保険金またはがん・上皮内新生物保険金のお支

払事由に該当し、かつ、所定の病院等に入院または通院をし

て、自費診療による特定の薬物治療（適応外薬または未承認

薬）を受けたときに、給付金をお支払いします（薬物治療に係

る薬剤費用と同額（通算１億円まで）。１回のお支払いには限

度があります）。 

がん保険料 

払込免除特約 
－ 

所定の悪性新生物（がん）と診断されたときに、保険料のお

払込みを免除します。 

※１ 非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはがん保険金のお支払いの対象となりません（ただし、皮

膚の悪性黒色腫は対象となります）。 

※２ 非浸潤性の悪性新生物および皮膚がんを含みます。 

※３ 公的医療保険制度における診療報酬点数表によって所定の薬物治療（抗がん剤、ホルモン剤または分子標的

薬）に係る薬剤料または処方せん料が算定される「入院」または「通院」がお支払いの対象となります。 

※４ 手術または放射線治療を受けた時点の診療報酬点数表に「手術料」または「放射線治療料」の算定対象とし

て列挙されている入院を伴わない手術または放射線治療がお支払いの対象となります。 

 

１．２０２６年３月に裕子さんが乳がんと診断確定され、２０日間継続入院して所定の手術を受

けた後、２０２６年４月から６ヵ月間、毎月の通院により所定の放射線治療を受けた場合、

合計１２０万円の保険金・給付金を受け取ることができる。 

２．２０２６年３月に裕子さんが診断確定された乳がん治療のため、公的医療保険制度の給付対

象となる所定のホルモン剤を同月内に２回処方された場合、がん薬物治療給付金２０万円を

受け取ることができる。 

３．２０２６年３月に裕子さんが乳がんと診断確定され、その１年経過後に再発が判明し診断確

定された場合、再度、がん保険金を受け取ることができる。 

４．２０２６年３月に裕子さんが乳がんと診断確定され、その後、通院により自費診療による未

承認薬を用いた薬物治療を受けた場合、薬物治療による薬剤費と同額を無制限で受け取るこ

とができる。  
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（問題１５） 
 

（設問Ｃ）ＣＦＰ認定者は、久明さんに万一のことがあったときに、遺族のために必要となる世帯主

の死亡保障の一般的な考え方について説明した。次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはま

る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 

 

一般的に参考にされるのは、いざという時に必要な遺族の生活費や別途必要資金の総額から、今後

見込まれる収入を差し引き、その不足分を必要保障額とする考え方です。これは「必要保障額積み

上げ方式」と呼ばれ、不足分については生命保険などで準備することになります。 

 

死亡保障の「必要保障額積み上げ方式」の算定は、次の５つのステップに従って行います。 

ステップ１：末子独立までの遺族の生活費の計算 

現在の生活水準をもとに、遺族が年間どのくらいの生活費を必要とするかを見積もります。

末子が独立するまでの期間は、現在の生活費（消費支出）の約７０％を目安とします。 

現在の年間生活費×７０％×（末子の独立時年齢－末子の現在年齢） 

 

ステップ２：末子独立後の配偶者の生活費の計算 

末子の独立後、配偶者が一人で（ ア ）まで生活する期間は、現在の生活費（消費支出）

の約５０％を目安とします。 

現在の年間生活費×５０％×末子独立時の配偶者の（ ア ） 

 

ステップ３：別途必要資金の計算 

子どもの教育資金や結婚資金（親の援助額）、住居費用、葬儀費用、相続費用、予備費など

生活費以外で別途まとまって必要になる資金を見積もります。 

 

ステップ４：収入見込 

死亡退職金や預貯金などの収入を見積もります。 

社会保障（（ イ ）など） 

企業保障（会社員などの場合、死亡退職金・弔慰金など） 

自己資産（預貯金、有価証券、売却可能資産など） 

その他収入見込（配偶者の勤労収入など） 

生命保険（既加入分で、（ ウ ）を被保険者とする契約） 

 

ステップ５：必要保障額の算定 

ステップ１からステップ４までの各数値から必要保障額を算定します。 

必要保障額（死亡保障の不足額＜目安＞） 

＝末子独立までの遺族の生活費＋末子独立後の配偶者の生活費＋別途必要資金－収入見込 
 

（出所）生命保険文化センターＨＰを基に作成 
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１．（ア）平均余命 （イ）遺族年金 （ウ）世帯主 

２．（ア）平均余命 （イ）個人年金 （ウ）配偶者 

３．（ア）平均寿命 （イ）遺族年金 （ウ）配偶者 

４．（ア）平均寿命 （イ）個人年金 （ウ）世帯主 
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問５ 

 落合幸一さん（以下「幸一さん」という）は、ＬＣ工務店を経営しており、今後の経営などについて

ＣＦＰ認定者に相談しました。以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選

んでください。 

 
 

［家族構成］ 

氏名 続柄 年齢 備考 

落合 幸一 本人 ４８歳 自営業（個人事業主） 

落合 広子 妻 ４７歳 専従者 
 

 

［状況等］ 

・ ＬＣ工務店は従業員数７名の工務店である。 

・ 現在は個人事業主だが、２０２６年３月に法人成りを予定している。 

 

（問題１６） 
 

（設問Ａ）幸一さんは、新たな生命保険に加入するに当たり、保険契約の申込みの撤回または解除（以

下「クーリング・オフ」という）について、ＣＦＰ認定者に相談した。クーリング・オフ

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない要件は満たしてい

るものとする。 

 

１．クーリング・オフの期間は、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」か「申込日」

のいずれか早い日から起算して８日以内である。  

２．書面の郵送によるクーリング・オフの申出日は、郵便局の消印により判定される。 

３．生命保険への加入に当たり医師による診査を受けた場合、その契約はクーリング・オフの対

象とならない。 

４．すでに払い込んだ保険料がある場合、申込みが撤回されたときは、保険料は全額返金される。 
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（問題１７） 
 

（設問Ｂ）幸一さんは、現在加入中の下記＜資料＞の生命保険契約について名義変更をしようと検討し

ている。名義変更に係る税務上の取扱い等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど

れか。 

 

＜資料＞ 
 

保険種類：個人年金保険 

契約形態： 

 名義変更前 名義変更後 

保険契約者（保険料負担者） 幸一さん 広子さん 

被保険者 広子さん 広子さん 

死亡給付金受取人 幸一さん 幸一さん 

年金受取人 幸一さん 広子さん 

 

年金受取開始年齢：６５歳 

保険料払込期間：６５歳払込満了 

年金年額・受取期間：６０万円・１０年間 

名義変更までに幸一さんが支払った正味払込保険料総額：２８０万円 

名義変更時点の解約返戻金相当額：２５５万円（配当金を含まない） 

年金受取開始までの払込保険料総額：５６０万円 

名義変更時点での積立配当金：２万円 

 

１．名義変更後に広子さんが支払う保険料は、個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、個

人年金保険料控除の対象とすることができる。 

２．名義変更後に、幸一さんと広子さんが年金受取開始時まで生存している場合、名義変更まで

に幸一さんが支払った正味払込保険料総額に対応する年金の受給権は、年金受取開始時に贈

与税の課税対象となる。 

３．幸一さんの生存中に名義変更後、年金受取開始前に広子さんが死亡した場合、名義変更まで

に幸一さんが支払った正味払込保険料総額に対応する死亡給付金は、所得税の課税対象となる。 

４．幸一さんが、保険料を２８０万円支払った後、年金受取開始前に死亡したことにより名義変

更した場合、広子さんが相続により取得する生命保険契約に関する権利の価額は、２８２万

円である。 
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（問題１８） 
 

（設問Ｃ）幸一さんは、２０２６年３月に個人事業から法人組織（法人名ＬＤ株式会社、以下「ＬＤ社」

という）に変更し、現在個人で加入している生命保険契約を下記＜資料＞のとおりＬＤ社の

名義に変更する予定である。名義変更時の経理処理等に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

保険種類：定期保険特約付終身保険（特約保険期間１０年） 

契約形態： 

 名義変更前 名義変更後 

保険契約者（保険料負担者） 幸一さん ＬＤ社 

被保険者 幸一さん 
幸一さん 

（代表取締役社長） 

死亡保険金受取人 広子さん ＬＤ社 

 

［名義変更時］ 

① 既払込保険料総額：３００万円 

② 解約返戻金相当額：６０万円（次の③の金額を含まず、④の金額を控除する前の金額） 

③ 配当金：５万円 

④ 契約者貸付金元利合計額：３０万円 

 

１．ＬＤ社が幸一さんから生命保険契約の権利を無償で譲り受ける場合、解約返戻金相当額６０万

円と同額の６０万円が雑収入となる。 

２．ＬＤ社が幸一さんから生命保険契約の権利を買い取る場合、幸一さんが受け取った金額は一

時所得として所得税の課税対象となる。 

３．ＬＤ社が幸一さんから生命保険契約の権利を買い取る場合、解約返戻金相当額６０万円を保

険積立金、配当金５万円を配当金積立金として資産に計上する。 

４．ＬＤ社が幸一さんから生命保険契約の権利を買い取る場合、契約者貸付金元利合計額３０万

円を負債に計上する。 
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問６ 

 桑原篤史さん（以下「篤史さん」という）は、埼玉県で非上場の株式会社ＶＹ（以下「ＶＹ社」とい

う）を経営しています。最近、友人の相続の話を聞いて自身の相続について考えるようになり、生命保

険を活用した相続対策について、ＣＦＰ認定者に相談しました。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞ

れの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

［親族関係図］ 

 

 

［状況等］ 

・ 篤史さんはＶＹ社の代表取締役社長、妻の紀子さんは副社長、長男の充さんは取締役専務と

なっている。なお、篤史さんは充さんにＶＹ社の経営を継いでもらいたいと考えている。 

・ 二男の孝弘さんは、自ら設立したＶＺ社を経営しており、ＶＹ社に入社する予定はない。 

・ 長女の仁美さんは、生まれつき知的障害があり、篤史さん夫婦と同居している。 

・ 篤史さんの相続発生時には、法定相続人以外で相続等により財産を取得する者はおらず、す

べての相続人は相続放棄をしないものとする。 

 

［篤史さんの主な資産内容（相続税評価額であり、生命保険契約を除く）］ 

自宅（土地・建物）：４,０００万円 

※土地は小規模宅地等の特例適用後 

ＶＹ社自社株：２８,０００万円（篤史さんの保有株は発行済株式総数の１００％） 

預貯金：５,０００万円 

有価証券等：９,０００万円 

その他の財産：３,０００万円 

※篤史さんの住所および保有する財産は、日本国内にあるものとする。 

  

 孫 洋（９歳） 

 妻 紀子（６３歳） 

 桑原 篤史（６５歳）  妻 葵（３６歳） 

 長男 充（３９歳） 

 長女 仁美（３６歳） 

 妻 優美（３５歳） 

 二男 孝弘（３２歳） 

 孫 結（５歳） 
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［生命保険契約一覧］ 

契約 
保険契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 死亡保険金受取人 死亡保険金額 

① 

篤史さん 

篤史さん 

充さん  ６,０００万円 

② 仁美さん  ２,０００万円 

③ 孝弘さん  １,０００万円 

④ 紀子さん  ３,０００万円 

⑤ 紀子さん 紀子さん  ３,０００万円 

⑥ ＶＹ社 ＶＹ社  ８,０００万円 

※ＶＹ社が受け取る死亡保険金は全額死亡退職金として支払うものとする。 

 

［ＶＹ社の役員退職慰労金規程における死亡退職金の条文抜粋］ 
 

第●●条（死亡役員に対する死亡退職金等） 

 死亡した役員に対する死亡退職金・弔慰金は、労働基準法施行規則第４２条から第４５条に

基づき、配偶者（婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。）を第一

順位とし、配偶者のいない場合には子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位で支給するものと

する。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。 
 

 

（問題１９） 
 

（設問Ａ）現時点で篤史さんが死亡した場合に支払われる生命保険金および死亡退職金のうち、紀子さ

んの相続税の課税対象額（非課税金額控除後の金額）として、正しいものはどれか。 

 

１． ２,５００万円 

２． ５,５００万円 

３． ８,５００万円 

４．１１,２００万円 
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（問題２０） 
 

（設問Ｂ）篤史さんは、後継者である長男の充さんにすべての自社株を相続させようと考えているが、

その場合、他の推定相続人が財産分割に対して不公平を感じないか心配している。そこで

ＣＦＰ認定者は、生命保険契約等を活用した代償分割による解決策を提案した。代償分割

に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．孝弘さんが負担する相続税額は、充さんから代償交付金として金銭を交付された場合と交付

されなかった場合とで変わらない。 

２．代償財産の交付により譲渡所得が生じる場合、譲渡に係る所得税相当額を相続税額から控除

することができる。 

３．代償交付金の準備を目的とした生命保険契約の場合、被保険者を篤史さん、死亡保険金受取

人を充さんとする必要があるが、保険契約者（保険料負担者）については篤史さんまたは充

さんとすることができる。 

４．代償交付金として金銭を分割払いで交付する場合、家庭裁判所の許可が必要である。 
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（問題２１） 
 

（設問Ｃ）ＣＦＰ認定者は、篤史さんの死亡に備えた相続対策（１次相続対策）だけでなく、紀子さ

んの死亡に備えた相続対策（２次相続対策）も重要であることを篤史さんに説明し、下記の

終身保険の契約形態を提案した。生命保険を活用した２次相続対策に関する次の記述のうち、

最も適切なものはどれか。 

 

＜終身保険の契約形態＞ 

契約 
保険契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 死亡保険金受取人 備考 

① 篤史さん 紀子さん 充さん － 

② 充さん 紀子さん 充さん － 

③ 篤史さん 紀子さん 篤史さん （注） 

（注）保険料を全期前納で支払うものとする。また、加入後、篤史さんが紀子さんよりも先に死亡した

場合、保険契約者を紀子さん、死亡保険金受取人を充さんに変更するものとする。 

 

１．契約①に加入後、篤史さんが紀子さんよりも先に死亡し、保険契約者を紀子さんに変更した

場合、その後、紀子さんが死亡した時に充さんが受け取る死亡保険金は、全額が贈与税の課

税対象となる。 

２．契約①に加入後、篤史さんが紀子さんよりも先に死亡し、保険契約者を充さんに変更した場

合、その後、紀子さんが死亡した時に充さんが受け取る死亡保険金のうち篤史さんが支払っ

た正味払込保険料に対応する部分は、贈与税の課税対象となる。 

３．篤史さんから充さんに保険料相当額を毎年適正に贈与する方法により契約②に加入後、篤史

さんが死亡し、その後、紀子さんが死亡した時に充さんが受け取る死亡保険金は、全額が贈

与税の課税対象となる。 

４．契約③に加入後、篤史さんが死亡し、その後、紀子さんが死亡した時に充さんが受け取る死

亡保険金は、全額が相続税の課税対象となる。 
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（問題２２） 
 

（設問Ｄ）篤史さんは、下記＜資料＞の外貨建終身保険に個人で加入することを検討している。この外

貨建終身保険の商品性等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［積立利率変動型一時払終身保険（米ドル建）］ 

 

 

 

  

定期支払金を毎年、しかも一生涯受け取れます。 

運用通貨または円で 

払い込みます。 

定期支払金を毎年ずっと受け取れます。 

年６回で受け取るなど、分割も可能です。 

死亡保険金は 

減らさずにのこせます。 

・ご契約の１年後から一生涯にわたって毎年、定

期支払金をお受取りいただけます。 

・定期支払金は、年２回・年４回・年６回・年

１２回に分割して受け取ることもできます。 

※定期支払額は、積立利率によって１０年ごとに

変動します。 

・死亡保険金は、運用通貨建で一時払

保険料相当額が最低保証されていま

す。 

※最低保証は死亡保険金を外貨建でお

受け取りになる場合です。 

運用通貨 

ＵＳドル 

保険料円

入金特約
 

円 

【ご契約時】 【保険期間中】 【万一のとき】 

■仕組み図（イメージ） 

定期支払金 

一時払 
保険料 

(基本保 
険金額) 

積立利率保証期間（１０年間） 積立利率保証期間（１０年間） 

解
約
返
戻
金 

積立金 

(運用通貨建) 

生
涯
保
障 

契約日 １年後 積立利率計算基準日 

（積立利率の更改） 

積立利率計算基準日 

（積立利率の更改） 

保険金を年金で受け取ることもできます。 

（年金支払特約を付加） 

円
で
の
払
い
込
み
も
で
き
ま
す
。 

（
保
険
料
円
入
金
特
約
） 

ＵＳドル 

(運用 
通貨建) 

死
亡
保
険
金 

※
一
時
払
保
険
料
相
当
額
を
最
低
保
証 

積立利率により増えた分を受け取れます。（定期支払額＝基本保険金額×積立利率） 

または 
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■商品概要 

毎年受け取る楽しみをかなえる外貨建一時払終身保険です。 

大切なご資産を、外貨の金利を活用して運用しながら、セカンドライフを充実させるための楽しみ

に使ったり、ご家族にのこすことができます。 

・ 保険料を一括して払い込む一時払の終身保険。運用通貨はＵＳドル 

ご契約時に保険料を一括してお払い込みいただきます。 

一時払終身保険とはご契約時に保険料を一括して払い込む終身保険です。保険料を月払・年払

ではなく、一回で払い込むため、ご契約時にはまとまった金額を用意する必要があります。 

・ 死亡保険金は、運用通貨建で一時払保険料相当額（基本保険金額）が最低保証 

死亡保障は一生涯。死亡保険金は、運用通貨建で一時払保険料相当額が最低保証されています。 

積立利率に基づき積立金が増加します。積立利率は契約後１０年ごとに更改されます。 

死亡保険金額は、死亡日における積立金相当額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額

となります。 

 

■リスクについて 

この保険にはお客さまにご注意いただきたいリスクがあります。 

・ 外貨建保険には、為替相場の変動によるリスクがあります。 

・ この保険の保険金額および解約返戻金額は、為替相場の変動により、受取時の為替相場で円に

換算した金額が、契約時の為替相場で円に換算した金額を下回ることがあります。また、保険

金などの受取時の円換算額が、一時払保険料の払込時の円換算額を下回り、損失が生じるおそ

れがあります。 

・ 定期支払金は、毎年の定期支払日における所定の為替レートで円に換算します。したがって、

定期支払金を円で受け取られる際は、受取額は為替相場の変動による影響を受けます。 

・ 解約返戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。 

・ 解約時および減額時に、運用資産（債券など）の時価を解約返戻金額に反映させる「市場価格

調整」を行うため、市場金利などの変動により解約返戻金額が増減します。 

・ 契約日から１０年未満で解約・減額をされる際には「解約控除」がかかります。 

その結果、解約時および減額時の解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれ

があります。市場価格調整および解約控除について詳しくはご契約のしおり・約款をご覧くだ

さい。 

 

１．契約日以降、積立利率は保険期間を通じて一定であり、運用通貨建で同額の定期支払金を受

け取ることができる。 

２．契約日から１５年経過時に減額をした場合、市場価格調整は行われない。 

３．運用通貨建の積立金が基本保険金額を上回っているときに解約した場合、解約返戻金が一時

払保険料を下回ることはない。 

４．死亡保険金は、一時払保険料相当額が運用通貨建で最低保証されている。 
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問７ 

 ＲＷ株式会社（以下「ＲＷ社」という）は神奈川県内で製造業を経営する設立２５年目の企業です。

ＲＷ社の設立時より代表取締役社長である明石社長は、事業承継や役員の退職金と生命保険について見

直しを検討しており、ＣＦＰ認定者に相談しました。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを

１～４の中から１つ選んでください。 

 

［ＲＷ社の概要］ 

業種：製造業 

設立：２０００年４月１日 

資本金：１,０００万円 

従業員数：４０名 

 

［家族構成］ 

氏名 続柄 年齢 備考 

明石 陽一 本人 ５５歳 代表取締役社長 

明石 良美 妻 ５３歳 専業主婦 

明石 健一 長男 ３１歳 営業部長 

明石 裕美 長女 ２８歳 他企業に勤務 

 

＜資料＞ 
 

［会社決算状況］ 

・ 貸借対照表 ・ 損益計算書 

 自 ２０２４年４月 １日 
２０２５年３月３１日 （単位：千円） 至 ２０２５年３月３１日 （単位：千円） 

資産の部 負債の部  科目  

＜流動資産＞ 85,000 ＜流動負債＞ 180,000  売上高 640,000 

現金・預金 13,000 短期借入金 60,000  売上原価 420,000 

売掛金 30,000 買掛金 30,000  売上総利益 220,000 

受取手形 22,000 支払手形 90,000  販売費・一般管理費 200,000 

棚卸資産 20,000 ＜固定負債＞ 110,000  営業利益 20,000 

＜固定資産＞ 225,000 長期借入金 110,000  営業外収益 1,000 

有形固定資産 150,000 純資産の部  営業外費用 6,000 

土地 60,000 ＜株主資本＞ 20,000  経常利益 15,000 

建物 45,000 資本金 5,000  特別利益 0 

設備・備品 45,000 資本剰余金 5,000  特別損失 1,000 

投資その他の資産 75,000 利益剰余金 10,000  税引前当期利益 14,000 

保証金 15,000    法人税等 4,200 

保険積立金 60,000    当期純利益 9,800 

合計 310,000 合計 310,000    
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＜資料＞ 
 

［役員退職慰労金規程］ 

第１条（総則） 

 当社の取締役または監査役（以下「役員」という）が退職したとき、または役掌が大きく変更し

たときは、株主総会の決議を経て退職慰労金を支給することができる。 

第２条（目的） 

 この規程は、役員の退職または法人税基本通達による分掌変更等の場合に、一時金および分割払

いによる支給を行い、もって役員在任期間中の功労に報い、退職後における役員または遺族の生活

の安定に寄与する目的とする。 

第３条（適用の範囲） 

 この規程は、全役員に適用する。ただし、次の各項のいずれかに該当する場合は、退職慰労金を

減額または支給しないことがある。 

１．退職に当たり、所定の手続きおよび事務処理等をなさず、会社業務の運用に支障をきたす場合。 

２．退職に当たり、会社の信用を傷つけ、または在任中知り得た会社の機密を漏らすことによって、

会社に損害を与えるおそれのある場合。 

３．在任中不都合な行為があり、役員を解任された場合。 

４．その他前各項に準ずる行為があり、取締役会で減額ないし不支給を適当と認めた場合。 

第４条（算定基準） 

１．退職慰労金の算定は、退任時最終報酬月額に役員在任年数を乗じ、退任時役位別倍率を乗じて

算出した額の合計額とする。ただし、算定額に万円未満の端数がある場合は万円単位に切り上

げる。 

２．役位に変更がある場合には、役員在任中の最高位をもって最終役位とする。 

役位別倍率 

代表取締役社長 ３.０ 専務取締役 ２.５ 常務取締役 ２.０ 

取締役 １.０ 監査役 １.０   
 

第５条（在任期間） 

 役員在任年数は１ヵ年を単位とし、端数は月割とする。ただし、１ヵ月未満は１ヵ月に切り上げる。 

第６条（功績加算） 

 在任中に特に功績顕著と認められる役員に対しては、第４条により算定される退職慰労金額にそ

の３０％を超えない額を限度として、加算することがある。 

第７条（弔慰金） 

 任期中に死亡したときは、次の金額を死亡退職金とは別に弔慰金として支給する。 

業務上の死亡の場合：死亡時の報酬月額×３６ヵ月 

業務外の死亡の場合：死亡時の報酬月額×６ヵ月 

第８条（支給時期） 

 退職慰労金・弔慰金の支給時期は原則として株主総会の決議または承認後１ヵ月以内とする。 
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第９条（死亡役員に対する死亡退職金等） 

１．死亡した役員に対する死亡退職金・弔慰金は、役員が指定した遺族に支給する。 

２．遺族が指定されていないときは、配偶者を第一順位とし、配偶者のいない場合には子、父母、

孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給する

ものとする。 

第１０条（生命保険契約の締結） 

１．会社は退職慰労金・弔慰金の支払いに際し、一時的な資金負担を軽減するため、役員を被保険

者とする生命保険契約を締結する。 

２．役員が退職したときは退職慰労金の全部または一部として、この保険契約上の名義を退職役員

に変更のうえ、保険証券を交付することがある。 

３．新任の役員については、就任後速やかに加入手続きをとるものとする。 

第１１条（使用人兼務役員の取扱い） 

 この規程により支給する退職慰労金には、使用人兼務役員に対し使用人として支給すべき退職給

与を含まない。 

第１２条（規程の改正） 

 この規程は、改定権を有する取締役会の決議をもって随時改正することができる。 

第１３条（その他） 

 本規程に定めなき事項については、取締役会で協議決定する。 

第１４条（施行日） 

 この規程は、２０２０年４月１日より施行し、施行後に退職する役員に対して適用する。 

 

（問題２３） 
 

（設問Ａ）明石社長は将来、長男の健一さんを代表取締役社長として選任し、自身は２０３５年３月

３１日に代表取締役社長を退任して退職金を受け取る予定である。その後５年間、非常勤取

締役として勤務し、２０４０年３月３１日に完全退職することを考えている。代表取締役社

長退任時の退職慰労金および非常勤取締役退任時の退職慰労金の合計額として、正しいもの

はどれか。なお、解答に当たっては、下記＜条件＞を参照すること。 

 

＜条件＞ 
 

・ 代表取締役社長退任時の報酬月額は１００万円、非常勤取締役退任時の報酬月額は３０万円と

する。 

・ 代表取締役社長退任時の退職慰労金に３０％の功績加算があるものとする。 

・ 代表取締役社長として３５年、非常勤取締役として５年務めたものとする。 

 

１．１０,６５０万円 

２．１２,０００万円 

３．１３,８００万円 

４．１５,６００万円  
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（問題２４） 
 

（設問Ｂ）明石社長は、設立当時からのメンバーで取締役経理部長を務める村瀬さんが５年後に勇退す

る際、ＲＷ社が加入している下記＜資料＞の生命保険を名義変更して、役員退職慰労金の一

部として現物支給し、不足分を現金で支給予定である。村瀬さんの役員退職慰労金の額が

３,０００万円である場合、ＲＷ社の経理処理として、正しいものはどれか。なお、保険料

は２５年分を支払い済みで未経過分に相当する返還金はないものとし、源泉徴収については

考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

保険種類：無配当終身保険（低解約返戻金型ではない） 

契約日：２００５年５月１日 

保険契約者：ＲＷ社 

被保険者：村瀬さん（契約年齢４０歳） 

保険金受取人：ＲＷ社 

保険金額：３,０００万円 

保険期間：終身 

保険料払込期間：６５歳払込満了 

年払い保険料：１００万円 

村瀬さん勇退時（６５歳）の解約返戻金：２,３００万円 

 

１． 借方 貸方 

退職金    ３０,０００,０００円 保険積立金  ２５,０００,０００円 

現金・預金   ５,０００,０００円 

 

２． 借方 貸方 

退職金    ３０,０００,０００円 保険積立金  ２５,０００,０００円 

雑収入     ５,０００,０００円 

 

３． 借方 貸方 

退職金    ３０,０００,０００円 

雑損失     ２,０００,０００円 

保険積立金  ２５,０００,０００円 

現金・預金   ７,０００,０００円 

 

４． 借方 貸方 

退職金    ３０,０００,０００円 保険積立金  ２３,０００,０００円 

現金・預金   ７,０００,０００円 
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（問題２５） 
 

（設問Ｃ）ＣＦＰ認定者は、明石社長に役員退職慰労金の準備と事業保障資金の必要額を補うために

定期保険への加入を提案した。下記＜条件＞に基づき、ＲＷ社が定期保険に加入した場合、

契約初回の保険料支払時のＲＷ社の経理処理として、正しいものはどれか。 

 

＜条件＞ 
 

［ＲＷ社が加入を検討している生命保険］ 

保険種類：定期保険（無配当） 

契約日：２０２５年１２月１日 

保険契約者：ＲＷ社 

被保険者：明石社長（契約年齢５５歳） 

死亡保険金受取人：ＲＷ社 

死亡保険金額：１億円 

保険期間：９９歳満了 

保険料払込期間：９９歳（全期払い） 

年払い保険料：３４７万円 
 

［保険料累計額と解約返戻金の推移］ 

経過年数 年齢 保険料累計額 解約返戻金額 

 １年 ５６歳 ３４７万円 １８８万円 

 ３年 ５８歳 １,０４１万円 ７８８万円 

 ５年 ６０歳 １,７３５万円 １,３８９万円 

１０年 ６５歳 ３,４７０万円 ２,８８２万円 

１５年 ７０歳 ５,２０５万円 ４,３１１万円 

２０年 ７５歳 ６,９４０万円 ５,５３４万円 

２５年 ８０歳 ８,６７５万円 ６,５８０万円 

※解約返戻金額は、各経過年数の契約応当日の前日時点の金額を記載している。 

※解約返戻金額を保険料累計額で割った値（解約返戻率）は経過年数１０年の時点で最も高くなる

ものとする。 

 

１． 借方 貸方 

支払保険料     ３４７,０００円 

前払保険料   ３,１２３,０００円 

現金・預金   ３,４７０,０００円 

 

２． 借方 貸方 

支払保険料   １,３８８,０００円 

前払保険料   ２,０８２,０００円 

現金・預金   ３,４７０,０００円 

 

３． 借方 貸方 

支払保険料   １,７３５,０００円 

前払保険料   １,７３５,０００円 

現金・預金   ３,４７０,０００円 

 

４． 借方 貸方 

支払保険料   ２,０８２,０００円 

前払保険料   １,３８８,０００円 

現金・預金   ３,４７０,０００円 
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（問題２６） 
 

（設問Ｄ）明石社長は、事業保障資金の必要額を生命保険の死亡保険金で準備したいと考えており、

ＣＦＰ認定者に相談した。下記＜前提条件＞に基づき、法人税等控除後でも、最低限必要

な事業保障資金を確保できる金額として、正しいものはどれか。 

 

＜前提条件＞ 
 

（１）事業保障資金の必要額は、次の①から③までの合計額とする。 

① 流動負債は売掛金で相殺するものとし、この差額 

② 明石社長は長男の健一さんを後継者にしたいため、健一さんに連帯保証債務を残したく

ないと思っている。長期借入金については明石社長が連帯保証人になっているため、こ

の額 

③ 明石社長が急逝した場合の当面の運転資金として、販売費・一般管理費の３ヵ月分の額 

（２）死亡保険金は全額が益金になるものとし、法人税等の実効税率を３５％とする。 

（３）計算結果については、百万円未満は切り上げるものとする。 

 

１．４０,０００万円 

２．４７,７００万円 

３．５２,４００万円 

４．６０,０００万円 
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問８ 

 ＫＥ株式会社（以下「ＫＥ社」という）は、飲食店を多店舗展開する企業で、ここ数年は業績を順調

に伸ばしています。ＫＥ社の代表取締役社長である佐野さん（以下「佐野社長」という）は、今後のさ

らなる事業の拡大に備えて優秀な人材を獲得するために人事制度、福利厚生制度の見直しを検討する必

要があると考え、ＣＦＰ認定者に相談しました。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～

４の中から１つ選んでください。 

 

［会社概要］ 

業種：飲食業 

設立：１９９３年１０月１日 

資本金：１,０００万円 

従業員数：正社員５５名、パートタイマー・アルバイト５２０名 

定年：６０歳 

福利厚生：退職金（一時金）制度、弔慰金・見舞金制度 

中小企業退職金共済（退職金制度の退職金準備手段として加入） 

 

 

＜資料＞ 
 

［従業員退職金規程］ 

第１条（適用範囲） 

１．この規程は、就業規則の規程に基づき従業員の退職金について定めたものである。 

２．この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する正社員に適用する。パートタイマー・ 

アルバイトなどの就業形態の従業員についてはこの限りではない。 

第２条（退職金の支給要件） 

１．退職金は満３年以上勤務した従業員が以下の各号の一に該当する事由により退職した場合に支 

給する。 

① 定年 

② 事業の縮小など業務上の都合による解雇 

③ 業務上の事由による死亡・傷病 

④ 自己都合 

⑤ 業務外の事由による死亡・傷病 

２．この規程において会社都合退職とは第１項第１号から第３号までをいう。 

３．この規程において自己都合退職とは第１項第４号および第５号をいう。 

第３条（基本退職金の計算） 

１．基本退職金は退職時点における本人の持ち点に１点当たりの単価を乗じて算出する。 

２．前項の１点当たりの単価は１０,０００円とする。ただし、社会情勢の変動に応じ、この単価

を改定する場合がある。 
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第４条（基本退職金の加減率） 

 基本退職金の退職事由別加減率は次のとおりとする。 

１．会社都合による退職の場合は基本退職金満額を支給する。 

２．自己都合による退職の場合は別表１に定める率を適用する。 

第５条（算出金額の端数処理） 

 この規程による退職金の算出金額に１０,０００円未満の端数が生じたときは、これを１０,０００

円に切り上げる。 

第６条（控除） 

 退職金の支給に際しては、法令に定めるほか、支給を受ける者が会社に対して負う債務を控除する。 

第７条（支払の時期および方法） 

 退職金は、退職または解雇の日から３０日以内に通貨で直接、支給対象者にその金額を支払う。

ただし、その者の同意がある場合は、その指定する金融機関口座への振込みまたは金融機関振出小

切手などの方法により支払う。 

第８条（遺族の範囲および順位） 

 本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第４２条から第

４５条までに定めるところによる。 

第９条（退職金の不支給） 

１．以下の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。ただし、事情により第２条に規定す

る自己都合退職金支給額に相当する退職金を支給することがある。 

① 就業規則に定める懲戒規程に基づき懲戒解雇された者 

② 退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見され

た者 

２．退職金の支給後に前項第２号に該当する事実が発見された場合は、会社は支給した退職金の返

還を当該従業員であった者または前条の遺族に求めることができる。 

第１０条（持ち点の付与） 

１．会社は毎年４月１日に直前の計算期間の勤続ポイントおよび職位ポイントを従業員に付与し、

その時点の持ち点に加算する。退職時点における本人の持ち点とは、持ち点に、持ち点加算時

点から退職時点までの勤続期間に応じた勤続ポイントおよび職位ポイントを付与したものとす

る。 

２．勤続ポイントは別表２に定める。 

３．職位ポイントは別表３に定める。 

第１１条（付与点の計算期間） 

１．付与点の計算期間は４月から翌年の３月までの期間とする。 

２．一計算期間の中で勤続１年に満たない期間は、一計算期間を月数按分にて計算する。計算期間

中途における退職および職位変更のときも同様とする。 

３．前項の場合、１ヵ月に満たない期間は切り捨てる。 

４．正社員以外での勤続期間は含めない。 

５．休職期間については会社が特別に認めたとき以外は勤続期間としない。また、育児・介護休業

期間も勤続期間としない。 
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６．毎年の付与すべき点数に端数が出た場合は、勤続ポイントおよび職位ポイントそれぞれの小数

点以下を切り上げ、合計する。 

第１２条（外部積立てによる退職金の支給） 

 会社が、中小企業退職金共済制度など外部機関において積立てを行っている場合は、当該外部機

関から支給される退職金は、会社が直接本人に支給したものとみなし、第３条および第４条に規定

する算出方法により会社から直接支給する退職金は、当該外部機関から支給される退職金の額を控

除した額とする。 

第１３条（改定） 

 この規程は会社の経営状況および社会情勢の変化等により必要と認めたときは、支給条件・支給

水準を見直すことがある。 

 

［別表１ 基本退職金自己都合支給率表］ 

勤続年数 支給率 

 ３年未満   ０％ 

 ３年以上  ５年未満  ２５％ 

 ５年以上 １０年未満  ５０％ 

１０年以上 ２０年未満  ７５％ 

２０年以上 １００％ 

 

［別表２ 勤続ポイント表］ ［別表３ 職位ポイント表］ 

勤続年数 付与点 勤続年数 付与点  職位 付与点 

 １  ０ １３ ２０  エリア長 ２０ 

 ２  ５ １４ ２０  店長 １５ 

 ３ １０ １５ ２５  副店長  ８ 

 ４ １０ １６ ２５  職位なし  ０ 

 ５ １５ １７ ２５    

 ６ １５ １８ ２５    

 ７ １５ １９ ２５    

 ８ １５ ２０ ３０    

 ９ １５ ２１ ３０    

１０ ２０ ２２ ３０    

１１ ２０ ２３ ３０    

１２ ２０ ２４ ３０    
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（問題２７） 
 

（設問Ａ）ＫＥ社の従業員である北村さんは、２０２５年１０月１日に休暇中の交通事故によって死亡

した。＜資料＞および下記＜条件＞に基づき計算した北村さんの遺族に支給される死亡退職

金の額として、正しいものはどれか。 

 

＜条件＞ 
 

勤続年数等：正社員として２０１０年４月１日に入社し、死亡時まで正社員として継続して勤務 

職位：２０１８年４月から２０２２年３月まで副店長、２０２２年４月から２０２５年３月まで店

長、２０２５年４月から死亡時までエリア長 

その他：従業員退職金規程第９条に定める「不支給」、第１１条に定める「休職期間」および「育

児・介護休業期間」に該当する事由はないものとする。 

 

１．２４３万円 

２．２４４万円 

３．３２４万円 

４．３２５万円 

 

（問題２８） 
 

（設問Ｂ）佐野社長は、従業員の老後生活の安定を実現する施策として、従業員の退職金準備制度に関

してＣＦＰ認定者に相談した。退職金準備制度等に関する次の記述のうち、最も適切なも

のはどれか。 

 

１．中小企業退職金共済制度では、従業員の退職事由が懲戒解雇の場合、支払われる退職金の減

額が可能であり、減額分は掛金を拠出した企業に返金される。 

２．法人契約の養老保険を活用した退職金準備では、被保険者となる従業員の健康状態の告知は

不要であり、弔慰金や退職金の確実な資金準備ができる。 

３．中小事業主掛金納付制度（ｉＤｅＣｏ＋）では、従業員が掛金を拠出せず、中小事業主のみ

が拠出することも可能である。 

４．企業型確定拠出年金において、企業が規約で制限しない場合、７０歳未満の厚生年金被保険

者が加入対象となる。 
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（問題２９） 
 

（設問Ｃ）ＫＥ社は従業員退職金の財源準備方法として、下記＜資料＞の従業員全員加入の６０歳満了

養老保険（無配当）福利厚生プランに加入している。加入から１０年後に従業員の室井さん

が死亡により退職する場合、室井さんの死亡退職金支給に係るＫＥ社の一連の経理処理とし

て、最も適切なものはどれか。なお、保険料は１０年分支払い済みとし、保険料の未経過分

に相当する返還金はないものとする。また、源泉徴収については考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

保険種類：養老保険（無配当） 

保険契約者・満期保険金受取人：ＫＥ社 

被保険者：従業員全員（普遍的加入） 

死亡保険金受取人：被保険者の遺族 

保険期間：各被保険者の６０歳満期 

保険料払込期間：各被保険者の６０歳払込満了 

室井さんに係る死亡保険金額：５００万円 

室井さんに係る年払い保険料：１９３,０００円 

 

※室井さんは３５歳で加入したものとする。 

※室井さんの死亡退職金予定額は８００万円とし、そのうち７０万円は中小企業退職金共済制度か

ら支払われるものとする。 

 

１． 借方 貸方 

退職金    ８,０００,０００円 保険積立金    ９６５,０００円 

現金・預金  ２,３００,０００円 

雑収入    ４,７３５,０００円 

 

２． 借方 貸方 

退職金    ８,０００,０００円 保険積立金  １,９３０,０００円 

現金・預金  ２,３００,０００円 

雑収入    ３,７７０,０００円 

 

３． 借方 貸方 

雑損失      ９６５,０００円 

退職金    ２,３００,０００円 

保険積立金    ９６５,０００円 

現金・預金  ２,３００,０００円 

 

４． 借方 貸方 

雑損失    １,９３０,０００円 

退職金    ２,３００,０００円 

保険積立金  １,９３０,０００円 

現金・預金  ２,３００,０００円 
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（問題３０） 
 

（設問Ｄ）佐野社長は、ＫＥ社の福利厚生制度をより充実させるために、総合福祉団体定期保険・団体

定期保険（Ｂグループ保険）の導入を検討しており、ＣＦＰ認定者に相談した。総合福祉

団体定期保険・団体定期保険（Ｂグループ保険）に関する次の記述のうち、最も不適切なも

のはどれか。 

 

１．総合福祉団体定期保険は、災害総合保障特約を付帯することで、業務上・業務外にかかわら

ず、役員・従業員のケガによる入院や身体障害状態に備えることができる。 

２．総合福祉団体定期保険で全役員・全従業員が被保険者となっている場合、役員分の保険料は

その役員の給与所得として課税される。 

３．有配当型の団体定期保険では、当該団体の死亡率が低い年度は配当金（割戻金）として被保

険者に還元される額が多くなるため、実質の保険料が低下する。 

４．団体定期保険の保険料は、被保険者の年齢を問わず同一の保険料である「平均保険料」と、

一定の年齢ごとに保険料を設定する「年齢群団別保険料」などがある。 
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問９ 

 損害保険の制度と仕組みに関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。 

 

（問題３１） 
 

（設問Ａ）損害保険契約者保護機構（以下「保護機構」という）に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。 

 

１．個人が契約する家計地震保険において、損害保険会社が破綻して３ヵ月経過してから発生し

た保険事故の場合、保護機構による保険金支払いの補償割合は１００％である。 

２．個人が契約する所得補償保険において、損害保険会社が破綻して３ヵ月経過してから発生し

た保険事故の場合、保護機構による保険金支払いの補償割合は９０％である。 

３．保護機構は、破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助

を行う。 

４．外国損害保険会社が破綻した場合、日本国内で損害保険業を営んでいても、保護機構の補償

の対象とならない。 

 

（問題３２） 
 

（設問Ｂ）保険法における消滅時効に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．被保険者が告知義務違反をしたことによる保険会社の保険契約の解除権は、保険会社が解除

の原因があることを知った時から１ヵ月間行使しない場合、または損害保険契約締結の時か

ら５年を経過したときは消滅する。 

２．保険会社が保険契約者へ保険料を請求する権利は、行使することができる時から１年間行使

しない場合、時効により消滅する。 

３．保険契約者が保険会社へ保険料の返還を請求する権利は、行使することができる時から１年

間行使しない場合、時効により消滅する。 

４．保険金受取人が保険会社へ保険金を請求する権利は、行使することができる時から３年間行

使しない場合、時効により消滅する。 
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（問題３３） 
 

（設問Ｃ）損害保険に関連した紛争解決機関に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．一般社団法人日本損害保険協会内の「そんぽＡＤＲセンター」では、顧客と損害保険会社と

の間の自動車損害賠償責任保険の保険金支払いなどに関する紛争解決について取り扱って

いる。 

２．一般社団法人保険オンブズマンでは、顧客と外資系損害保険会社や保険仲立人との間の紛争

解決について取り扱っている。 

３．公益財団法人交通事故紛争処理センターでは、自転車同士の事故や自らが契約する損害保険

会社との間の人身傷害保険などの保険金の支払いに関する紛争解決について取り扱っていな

い。 

４．公益財団法人日弁連交通事故相談センターでは、専門の弁護士が自動車等による交通事故に

関する相談や示談の斡旋を取り扱っている。 
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問１０ 

 損害保険の保険金等に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選ん

でください。 

 

（問題３４） 
 

（設問Ａ）会社員の谷口さんは、２０２５年８月２０日に横断歩道を横断中に信号無視で直進してきた

自動車にひかれて病院へ搬送され、２４日間入院したが、その後に死亡した。下記＜条件＞

に基づき、＜資料＞の自動車損害賠償責任保険支払基準を用いて算出した谷口さんの傷害お

よび死亡による損害の合計額として、正しいものはどれか。ただし、生涯を通じて【別表Ⅲ】

の全年齢平均給与額（平均月額）の年相当額を得られる蓋然性が認められるものとする。な

お、解答に当たっては、万円未満を切り上げ、万円単位とすること。 

 

＜条件＞ 
 

［谷口さんについて］ 

性別・年齢：男性・４３歳（死亡時） 

年収（事故前１年間）：７１０万円（立証済み） 

本人の生活費：立証困難 

葬儀費用：実費１２５万円 

谷口さんの過失：なし 

遺族：妻と子２人の計３人（いずれも谷口さんの被扶養者） 

 

［治療状況および費用の内容］ 

入院日数：２４日間 

治療関係費：応急手当費・診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料等 実費４６万円 

付添看護 入院直後７日間は谷口さんの妻が病院で付き添った。 

入院中の諸雑費 ２４日分 

休業損害：実休業日数 ２４日間（有給休暇を使用） 

慰謝料：実治療日数 ２４日間 

※入院日数・実休業日数・実治療日数・金額については確定したものである。 

※規定金額を超える場合の立証資料等はない。 

 

＜資料＞ 
 

［自動車損害賠償責任保険支払基準（抜粋）］ 

第１ 総則－省略－ 

第２ 傷害による損害 

 傷害による損害は、積極損害（治療関係費、文書料その他の費用）、休業損害及び慰謝料とする。 

１ 積極損害 

（１）治療関係費 

① 応急手当費 

応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。  
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② 診察料 

初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。 

③ 入院料 

入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただ

し、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要か

つ妥当な実費とする。 

④ 投薬料、手術料、処置料等 

治療のために必要かつ妥当な実費とする。 

⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費 

通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。 

⑥ 看護料 

ア 入院中の看護料 

原則として１２歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に１日につき４,２００円と

する。 

イ 自宅看護料又は通院看護料 

医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、１２歳以下の子供の通院

等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。 

（ア）厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 

立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。 

（イ）近親者等 

１日につき２,１００円とする。 

ウ 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ（イ）の額を超えることが明

らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。 

⑦ 諸雑費 

療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、

通信費等とし、次のとおりとする。 

ア 入院中の諸雑費 

入院１日につき１,１００円とする。立証資料等により１日につき１,１００円を超えるこ

とが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。 

イ 通院又は自宅療養中の諸雑費 

必要かつ妥当な実費とする。 

⑧ 柔道整復等の費用 

免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、

必要かつ妥当な実費とする。 

⑨ 義肢等の費用 

ア 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、

義眼、眼鏡（コンタクトレンズを含む。）、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥

当な実費とする。 

イ アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とする

に至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。 

ウ ア及びイの場合の眼鏡（コンタクトレンズを含む。）の費用については、５０,０００円を

限度とする。 

⑩ 診断書等の費用 

診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 

（２）文書料 

交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。  
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（３）その他の費用 

（１）治療関係費及び（２）文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬

送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。 

２ 休業損害 

（１）休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に１日につき原則

として６,１００円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったもの

とみなす。 

（２）休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他

を勘案して治療期間の範囲内とする。 

（３）立証資料等により１日につき６,１００円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法

施行令第３条の２に定める金額を限度として、その実額とする。 

３ 慰謝料 

（１）慰謝料は、１日につき４,３００円とする。 

（２）慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範

囲内とする。 

（３）妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 

第３ 後遺障害による損害－省略－ 

第４ 死亡による損害 

 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。 

 後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、

事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。 

１ 葬儀費 

葬儀費は、１００万円とする。 

２ 逸失利益 

（１）逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死

亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数【別表Ⅱ－１】を乗じて算出する。ただし、

生涯を通じて全年齢平均給与額【別表Ⅲ】の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、

この限りでない。 

① 有職者 

事故前１年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額【別表Ⅳ】の年相当額のい

ずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入

額とする。 

ア ３５歳未満であって事故前１年間の収入額を立証することが可能な者 

事故前１年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額の

いずれか高い額。 

イ 事故前１年間の収入額を立証することが困難な者 

（ア）３５歳未満の者 

全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 

（イ）３５歳以上の者 

年齢別平均給与額の年相当額。 

ウ 退職後１年を経過していない失業者（定年退職者等を除く。）－省略－ 

②～③ －省略－ 

（２）－省略－ 

（３）生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から３５％を、被扶

養者がいないときは年間収入額又は年相当額から５０％を生活費として控除する。 
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３ 死亡本人の慰謝料 

死亡本人の慰謝料は、４００万円とする。 

４ 遺族の慰謝料 

慰謝料の請求権者は、被害者の父母（養父母を含む。）、配偶者及び子（養子、認知した子及び胎児

を含む。）とし、その額は、請求権者１人の場合には５５０万円とし、２人の場合には６５０万円

とし、３人以上の場合には７５０万円とする。 

なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に２００万円を加算する。 

第５ 死亡に至るまでの傷害による損害 

 死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害［治療関係費（死体検案書料及び死亡後の処置料等の

実費を含む。）、文書料その他の費用］、休業損害及び慰謝料とし、「第２ 傷害による損害」の基準を準

用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。 

以下－省略－ 

【別表Ⅱ－１】就労可能年数とライプニッツ係数表 

（１）１８歳未満の者に適用する表－省略－ 

（２）１８歳以上の者に適用する表（抜粋） 

年齢（歳） 就労可能年数（年） 係数 

３９ ２８ １８.７６４ 

４０ ２７ １８.３２７ 

４１ ２６ １７.８７７ 

４２ ２５ １７.４１３ 

４３ ２４ １６.９３６ 

４４ ２３ １６.４４４ 

４５ ２２ １５.９３７ 

 

【別表Ⅲ】全年齢平均給与額（平均月額） 

男 ４０９,１００円 女 ２９８,４００円 

 

【別表Ⅳ】年齢別平均給与額（平均月額）（抜粋） 

年齢（歳） 男（円） 女（円） 

３９ ４２６,２００ ３１２,６００ 

４０ ４３３,５００ ３１５,１００ 

４１ ４４０,９００ ３１７,７００ 

４２ ４４８,３００ ３２０,２００ 

４３ ４５４,１００ ３２１,５００ 

４４ ４６０,０００ ３２２,７００ 

４５ ４６５,９００ ３２４,０００ 
 

 

１．７,５２３万円 

２．７,５３６万円 

３．９,１４０万円 

４．９,３４０万円 
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（問題３５） 
 

（設問Ｂ）会社員の千田さんは、自身が所有・使用している木造２階建ての住宅建物を保険の対象とし

て住宅向け火災保険を契約している。豪雨による洪水で床上浸水となり、建物や家財に損害

を受けた場合、住宅向け火災保険から千田さんに支払われる損害保険金の額として、正しい

ものはどれか。なお、解答に当たっては、下記＜資料１＞＜資料２＞を参照し、記載のない

事項については考慮しないものとする。 

 

＜資料１＞ 
 

［千田さんが契約している住宅向け火災保険の内容］ 

保険の対象：建物（延床面積：１２５ｍ2） 

建物評価額（再調達価額）：１,８００万円 

建物保険金額：１,８００万円（免責金額：５万円） 

 

［千田さんの水災事故による損害額］ 

損害額：① 建物修理費用：６８０万円（損壊した床面積：７５ｍ2） 

② 家財修理費用：１１０万円 

※損害額はいずれも確定した金額である。 

※水災事故に関連した他の支出はない。 

※修理に伴う残存物の回収金はない。 

 

＜資料２＞ 
 

［住宅向け火災保険普通保険約款（抜粋）］ 

第１章 建物条項 

第１条（この条項の適用条件） 

 この条項は、この保険契約において居住の用に供する建物を保険の対象とする場合に適用されま

す。 

第２条－省略－ 

第３条（保険金を支払う場合） 

（１）当社は、保険期間中に発生した次表の「事故の種類」に該当する事故のうち、保険の対象に

発生した損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。 

 事故の種類 説明 

① 

火災 － 

落雷 － 

破裂・爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 

② 

風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 

雹（ひょう）災 － 

雪災 
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融

雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 
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③ 水ぬれ 

給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または被保険

者以外の者が占有する戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいま

す。ただし、本条（１）②の事故もしくは台風、暴風雨、豪雨等による洪

水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象が損害を被る

事故、または給排水設備自体に発生した損害を除きます。 

④ 盗難 
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損

傷または汚損等の損害を含みます。 

⑤ 水災 

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によ

って、保険の対象に損害が発生し、発生した損害の状況が次のア.またはイ.

に該当する場合をいいます。 

ア．保険の対象である建物に建物評価額の３０％以上の損害が発生した場合 

イ．保険の対象である建物が床上浸水または地盤面より４５ｃｍを超える

浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合 

⑥ 
破損、汚損

等 

不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、本条（１）①から④までの事故

または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石

等によって、保険の対象が損害を被る事故を除きます。 

（２）－省略－ 

第４条－省略－ 

第５条（支払保険金の計算） 

（１）当社が第３条（保険金を支払う場合）の損害保険金として支払う額は、次表によります。 

 事故の種類 支払保険金の額 

① 火災、落雷、破裂・爆発 【全焼・全壊の場合】 
 損害保険金 ＝ 建物保険金額  

 

【全焼・全壊以外の場合】 
 損害保険金 ＝ 損害の額 － 免責金額  

 

ただし、損害保険金として支払う額は、１回の事故につき建物

保険金額を限度とし、免責金額は１回の事故ごとに適用しま

す。 

② 
風災、雹（ひょう）災、

雪災 

③ 水ぬれ 

④ 盗難 

⑤ 水災 

⑥ 破損、汚損等 

以下－省略－ 
 
 

１．６７５万円 

２．６８０万円 

３．７８５万円 

４．７９０万円 
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（問題３６） 
 

（設問Ｃ）会社員の宇野さんが飼っている猫が足を骨折し、近くの動物病院に１４日間入院し治療を受

けた。下記＜条件＞に基づき、宇野さんが契約しているペット医療費用保険から支払われる

保険金の額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、下記＜資料＞を参照す

ること。 

 

＜条件＞ 
 

［宇野さんが契約しているペット医療費用保険の内容］ 

保険契約者＝被保険者：宇野さん 

対象ペット：宇野さんが飼っている猫１匹 

保険期間：１年間 

補償対象：治療費用（通院なし型） 

保険金支払割合：７０％ 

年間支払限度額：１００万円 

 

［治療等に要した金額］ 

診断費：Ｘ線検査費用 １９,８００円 

診察費：初診料 １３,２００円 

手術費：手術費用 ２０９,０００円 

入院費：１４日間 ９９,５００円 

薬剤費：獣医師の処方による薬剤費用 ３８,５００円 

文書料：各種証明書類の作成費用 ８,８００円 

その他：ペットの移送費用 １７,６００円 

※治療等に要した金額は確定済みで、治療に関連するその他の費用は発生していない。 

※契約時から本件事故までの間に保険金の支払いは一切ないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［ペット医療費用保険普通保険約款（抜粋）］ 

第１条［保険金をお支払いする場合］ 

（１）当会社は、対象ペットが身体障害を被り、その直接の結果として日本国内の動物病院におい

て治療を受けた場合は、それにより発生した費用を被保険者が負担したことによって被った

損害に対して、この約款に従い治療費用保険金（注）をお支払いします。 

（注）以下「保険金」といいます。 

（２）本条（１）の損害には、手術を伴わない通院による治療を受けたことによって被った損害は

含みません。 

第２条［対象ペット－補償の対象となる動物］ 

 この約款における対象ペットは、保険証券に記載された犬または猫をいいます。 

第３条～第５条－省略－ 

第６条［費用の範囲］ 

（１）第１条［保険金をお支払いする場合］（１）の費用とは、次の①から④に掲げるものをいい

ます。 

① 獣医師の行う診断（注１）に要する費用 

② 獣医師による診察費（注２）、処置費および手術費 
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③ 動物病院の入院費 

④ 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 

（注１）諸試験またはＸ線検査等の諸検査を含みます。 

（注２）初診費および再診費をいいます。 

（２）本条（１）の費用には、次の①から⑲に掲げるものは含まれません。 

① ワクチン接種費用およびその他疾病予防のための検査または投薬、予防接種費用および定

期健診、予防的検査のための費用 

② 妊娠、出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関連する費用および出産後の症状の治療費用  

③ 不妊、避妊を目的とした手術および処置に伴う費用 

④ 乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、鼠径ヘルニアおよび睫毛乱生に起因する全ての処置な

らびに爪の切除、爪切、肛門腺除去および肛門腺搾りの処置費用 

⑤ 断耳、断尾、声帯除去および美容整形など、疾病治療ではない手術に要する費用 

⑥ 歯科治療費用および歯石除去費用 

⑦ 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの 

⑧ シャンプー、薬用シャンプー、医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー 

⑨ ノミおよびマダニの除去費用 

⑩ 漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置による治療のための費用 

⑪ 往診費用、対診費用および夜間休日診療費用 

⑫ ペットの移送費 

⑬ マイクロチップの挿入費用 

⑭ 安楽死のための費用 

⑮ 葬儀費および埋葬費等ペットの死後に要した費用 

⑯ 各種証明書類の作成費用および郵送費 

⑰ 相談料および指導料ならびにカウンセリングおよびセカンドオピニオンのための費用 

⑱ 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用 

⑲ 動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される場合の配達料およびこれらと同種の費用 

第７条［お支払いする保険金の計算］ 

（１）当会社は、被保険者が第１条［保険金をお支払いする場合］の損害を被った場合には、次の

算式によって算出した額を治療費用保険金として、その損害を被った被保険者にお支払いし

ます。ただし、保険期間を通じて、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。 

治療費用保険金の額 ＝ 損害の額（注１） × 保険金支払割合（注２）  

（注１）被保険者が負担した費用の額をいいます。 

（注２）保険金支払割合として保険証券に記載された割合をいいます。 

以下－省略－ 

 

１．２５６,７６０円 

２．２６６,０００円 

３．２７２,１６０円 

４．２７８,３２０円 
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問１１ 

 ２０１５年１２月に戸建て住宅（自宅）を取得した香川さんが契約している損害保険に関する以下の

設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

［家族構成］ 

香川さん  （５６歳）：個人事業主 

妻     （５７歳）：パートタイマー（香川さんと同居・同一生計） 

長男    （２５歳）：会社員（両親と別居・別生計、未婚） 

長女    （２０歳）：大学生（両親と同居・同一生計、未婚） 

香川さんの父（７７歳）：無職（香川さんと同居・同一生計） 

 

［香川さんが契約している損害保険の内容］ 

＜契約①＞ 

保険種類：自動車保険 

保険契約者＝記名被保険者・車両所有者：香川さん 

保険期間：２０２５年３月２日から１年間 

被保険自動車：自家用普通乗用車 

保険金額：対人賠償責任保険金額 無制限（１名につき） 

対物賠償責任保険金額 無制限（１事故につき） 

人身傷害保険金額 無制限（１名につき） 

一般車両保険金額 ２００万円 

ノンフリート等級：１４等級 

特約：運転者年齢条件特約（２１歳以上補償） 

他車運転危険担保特約（自動付帯） 

ファミリーバイク特約（香川さん所有の原動機付自転車１台あり） 

※自動車損害賠償責任保険も同じ保険会社と契約している。 

 

＜契約②＞ 

保険種類：住宅向け火災保険 

保険契約者＝被保険者：香川さん 

保険期間：２０１５年１２月１日から１０年間 

保険の対象：木造２階建て専用住宅１棟 

保険価額：２,４００万円 

保険金額：２,４００万円 

※住宅向け火災保険は２０２２年および２０２４年１０月にそれぞれ参考純率の改定に準じた

商品改定をしている。  
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＜契約③＞ 

保険種類：介護費用保険 

保険契約者：香川さん 

被保険者：香川さんの父 

保険期間：２０００年５月１日から終身 

保険金額：医療費用・介護施設費用保険金額（月額） １５万円 

介護諸費用保険金額（月額） １０万円 

臨時費用保険金額 １００万円 

 

＜契約④＞ 

保険種類：所得補償保険 

保険契約者＝被保険者：香川さん 

保険期間：２０２５年１月１日から１年間 

保険金額：月額３０万円（就業不能期間１ヵ月についての金額） 

てん補期間：１年間 

免責期間：７日間 

 

（問題３７） 
 

（設問Ａ）自動車保険＜契約①＞のノンフリート等級別料率制度に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。 

 

１．香川さんが被保険自動車を運転中に急ブレーキをかけたため、助手席に乗っていた妻が頭部

に大ケガをし、人身傷害保険金が支払われた場合、当該事故は「１等級ダウン事故」に該当

し、更新後の等級は１３等級となる。 

２．香川さんの長男が被保険自動車を運転中に、誤って他人の住宅に衝突し、対物賠償保険金が

支払われた場合、当該事故は「３等級ダウン事故」に該当し、更新後の等級は１１等級となる。 

３．香川さんの長女が原動機付自転車を運転中に、誤って他人の自動車に衝突し、ファミリーバ

イク特約により対物賠償保険金のみが支払われた場合、当該事故は「ノーカウント事故」に

該当し、更新後の等級は１５等級となる。 

４．被保険自動車が盗難に遭い車両保険金が支払われた場合、当該事故は「１等級ダウン事故」

に該当し、更新後の等級は１３等級となる。 

 

  



 
リスクと保険 2025年度第2回 

56 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 リ ス ク と 保 険 

（問題３８） 
 

（設問Ｂ）２０２５年１２月１日に満期を迎える住宅向け火災保険＜契約②＞の満期更改契約に関する

次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．住宅向け火災保険を更改契約する場合、保険期間は最長で５年である。 

２．住宅向け火災保険の更改契約に水災補償を付帯する場合、建物所在地の水災リスクに応じて

１等地から５等地まで５区分の水災料率が適用される。 

３．満期更改時に住宅向け火災保険に地震保険を付帯しない場合、火災保険の保険期間の中途で

地震保険を付帯することができる。 

４．満期更改時に長期契約の住宅向け火災保険に地震保険を付帯して契約する場合、地震保険の

保険期間は火災保険と同一でなければならない。 

 

（問題３９） 
 

（設問Ｃ）介護費用保険＜契約③＞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載の

ない事項については、介護費用保険の保険金支払いの要件を満たしているものとする。 

 

１．支払対象期間の開始日は、要介護状態であると医師が診断し、その要介護状態が所定の期間

を超えて継続した日とされるため、所定の期間については支払対象期間に含まれない。 

２．療養に関する費用として病院に支払った入院時食事療養費は、介護諸費用保険金の支払い対

象となる。 

３．介護諸費用保険金は、被保険者が実際に負担した費用について、保険金額を限度に支払われる。 

４．被保険者が負担した必要かつ有益な介護機器の購入費用は、臨時費用保険金の支払い対象と

なる。 

 

（問題４０） 
 

（設問Ｄ）香川さんが、屋根の雪下ろし中に転落事故で負傷したため２０２５年１月２３日から１ヵ月

間入院し、退院後も医師の治療を続けながら２３日間自宅療養をし、その間まったく働くこ

とができなかった。所得補償保険＜契約④＞から支払われる保険金の額として、正しいもの

はどれか。なお、香川さんの休業前１２ヵ月間の平均月間所得は４８万円であるものとし、

過去に保険金を受け取ったことはない。また、就業不能期間が１ヵ月に満たない場合または

１ヵ月未満の端日数が生じた場合は、１ヵ月を３０日として日割り計算により保険金の額を

算定するものとする。 

 

１．４６０,０００円 

２．５３０,０００円 

３．７３６,０００円 

４．８４８,０００円 
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問１２ 

 食品製造業者である株式会社ＱＷ（以下「ＱＷ社」という。役員３名、従業員８名であり、同族会社

ではない）は、下記の損害保険契約を締結しています。これらの保険契約に関する以下の設問Ａ～Ｃに

ついて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、ＱＷ社の決算期間（事業年度）

は、４月１日から翌年３月３１日までとします。 

 

［ＱＷ社が契約している損害保険の内容］ 

＜契約①＞ 

保険種類：長期火災保険 

保険契約者：ＱＷ社 

保険の対象：ＱＷ社所有の社屋工場建物（帳簿価額３,０００万円） 

保険金額：４,０００万円 

一時払い保険料：６０万円 

保険期間：２０２５年７月１日から５年間 

 

＜契約②＞ 

保険種類：介護費用保険 

保険契約者：ＱＷ社 

被保険者：ＱＷ社の役員（３名） 

保険金受取人：被保険者 

年払い保険料：被保険者１名当たり１２万円 

保険始期：２０１２年４月１日 

※現在、被保険者は全員６０歳未満である。 

 

（問題４１） 
 

（設問Ａ）ＱＷ社が支払った長期火災保険＜契約①＞の保険料のうち、２０２５年度末において損金に

算入できる額として、最も適切なものはどれか。 

 

１． ６０,０００円 

２． ９０,０００円 

３．１２０,０００円 

４．６００,０００円 
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（問題４２） 
 

（設問Ｂ）ＱＷ社の社屋工場建物が２０２５年１１月に火災により全焼し、ＱＷ社が長期火災保険＜契

約①＞から火災保険金として４,０００万円を受け取り、この保険金を使って４ヵ月後に社

屋工場建物（代替資産）を３,８００万円で取得した場合、これら一連の経理処理として、

最も不適切なものはどれか。なお、滅失によって支出した経費は４００万円とする。 

 

１．損害発生時 

 借方 貸方 

未決算勘定   ３４,０００,０００円 固定資産（建物）３０,０００,０００円 

現金・預金    ４,０００,０００円 

 

２．保険金受取時 

 借方 貸方 

現金・預金   ４０,０００,０００円 未決算勘定   ３４,０００,０００円 

保険差益     ６,０００,０００円 

 

３．代替資産取得時 

 借方 貸方 

固定資産（建物）３８,０００,０００円 現金・預金   ３８,０００,０００円 

 

４．圧縮記帳（直接減額方式） 

 借方 貸方 

固定資産圧縮損  ８,０００,０００円 固定資産（建物） ８,０００,０００円 

 

（問題４３） 
 

（設問Ｃ）介護費用保険＜契約②＞の保険料支払いに係る２０２５年度末における経理処理（税務処理）

として、最も適切なものはどれか。 

 

１． 借方 貸方 

福利厚生費    ３６０,０００円 現金・預金    ３６０,０００円 

 

２． 借方 貸方 

役員報酬     ３６０,０００円 現金・預金    ３６０,０００円 

 

３． 借方 貸方 

福利厚生費    １８０,０００円 

前払保険料    １８０,０００円 

現金・預金    ３６０,０００円 

 

４． 借方 貸方 

福利厚生費    １８０,０００円 

役員報酬     １８０,０００円 

現金・預金    ３６０,０００円 
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問１３ 

 ＣＦＰ認定者は、水産加工品製造業を営むＭＷ株式会社（以下「ＭＷ社」という）に係るリスクマ

ネジメントと、関連する各種損害保険についてのアドバイスを求められました。以下の設問Ａ～Ｄにつ

いて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

［ＭＷ社の概要］ 

事業内容：水産加工品製造業 

※同一敷地内に店舗も併設し、ちくわ・かまぼこ等の加工食品を販売している。 

資本金：１億円 

従業員：１２０名 （うち、パート・アルバイト８０名） 

所有建物：製造工場（鉄骨サイディング造２階建て ５,０００ｍ2） 

本社ビル（鉄筋コンクリート造３階建て ６００ｍ2） 

店舗  （鉄骨造平屋建て ２００ｍ2） 

所有車両：９台  （自家用普通乗用車１台、自家用小型貨物車８台） 

 

（問題４４） 
 

（設問Ａ）企業活動のリスクと対応する損害保険について、ＣＦＰ認定者が行ったアドバイスとして、

最も不適切なものはどれか。 

 

１．「従業員の操作ミスが原因で、工場の機械が突発的に故障した場合の損害の備えとして、機

械保険を検討した方がよいでしょう。」 

２．「本社のサーバーが不正アクセスを受け、取引先の機密情報が漏えいした場合に、会社が法

律上の損害賠償責任を負うことによる損害の備えとして、サイバー保険を検討した方がよ

いでしょう。」 

３．「従業員へのハラスメント行為に起因して、会社が法律上の損害賠償責任を負うことによる

損害の備えとして、雇用慣行賠償責任保険を検討した方がよいでしょう。」 

４．「本社ビルの応接室に置いている高価な骨とう品が、地震により落下して損傷した場合の損

害の備えとして、動産総合保険を検討した方がよいでしょう。」 

 

（問題４５） 
 

（設問Ｂ）労働災害総合保険（法定外補償条項、使用者賠償責任条項）に関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。なお、「政府労災保険」とは、労働者災害補償保険のことである。 

 

１．使用者賠償責任条項では、賠償保険金のほか、賠償責任の解決のために保険会社の同意を得

て支出した和解費用も支払われる。 

２．法定外補償条項では、同一事故において他の傷害保険等から保険金が支払われる場合であっ

ても、政府労災保険の認定を基に保険金が支払われる。 

３．政府労災保険に特別加入していないＭＷ社の代表取締役が、頻繁に工場に出入りし作業等を

行う場合、労働災害総合保険の補償の対象に含めることができる。 

４．法定外補償条項の保険金受取人はＭＷ社であり、ＭＷ社は受け取った保険金の全額を被災し

た被用者またはその遺族に支払わなければならない。  
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（問題４６） 
 

（設問Ｃ）ＭＷ社は、新たに自家用小型貨物車を１台購入する予定である。自動車保険のフリート契約

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ＭＷ社が所有する車両はすべ

て損害保険会社が扱う自動車保険に加入するものとする。 

 

１．所有・使用する契約車両が１０台目に到達した日から、フリート契約の保険料が適用される。 

２．所有・使用する車両１０台を１つの自動車保険証券で契約した場合、フリート多数割引が適

用される。 

３．フリート契約者単位で自動車保険契約の保険成績（損害率）により、優良割引率や第一種デ

メリット料率（割増）が適用される。 

４．自動車保険に全車両一括付保特約を付帯した場合、増車、廃車による追加・返還保険料は、

短期率により計算される。 

 

（問題４７） 
 

（設問Ｄ）ＭＷ社が契約を検討している賠償責任保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど

れか。なお、本設問のそれぞれの賠償責任保険は、賠償責任保険普通保険約款と特別約款で

構成されているものとし、その他の特約は付帯していないものとする。 

 

１．生産物賠償責任保険では、店舗において業務に従事中の従業員が試食して食中毒が発生した

場合、当該従業員に対する法律上の損害賠償責任を負うことによる損害は、補償の対象と

なる。 

２．施設所有（管理）者賠償責任保険では、本社ビルの階段の水濡れを放置していたため来訪者

が転倒してケガをした場合、法律上の損害賠償責任を負うことによる損害は、補償の対象と

なる。 

３．昇降機賠償責任保険では、本社ビルのエレベーターの誤作動により、来訪者が扉に挟まれて

ケガをした場合、法律上の損害賠償責任を負うことによる損害は、補償の対象となる。 

４．会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）では、会社の取締役が業務遂行を怠ったため株主から

損害賠償を請求された場合、法律上の損害賠償責任を負うことによる損害は、補償の対象と

なる。 
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問１４ 

 個人および個人事業主に係る損害保険等の税務に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答え

を１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題４８） 
 

（設問Ａ）個人が受け取る傷害保険の保険金の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．個人である保険契約者（＝保険料負担者）と異なる被保険者が事故により死亡し、被保険者

の法定相続人（＝保険契約者ではない者）が死亡保険金を受け取った場合、贈与税の課税対

象となる。 

２．保険契約者（＝被保険者・保険料負担者）が事故により死亡し、法定相続人でない者が死亡

保険金を受け取った場合、相続税の課税対象となる。 

３．ケガによる入院により被保険者が受け取った入院保険金は、保険料負担者が被保険者の場合

に限り、非課税となる。 

４．個人事業主が保険契約者（＝保険料負担者）で従業員を被保険者とする契約において、事故

により被保険者が死亡し、その法定相続人が保険会社から直接受け取った死亡保険金は、相

続税の課税対象となる。 

 

（問題４９） 
 

（設問Ｂ）個人事業主が保険契約者となる損害保険契約について、個人事業主が支払う保険料における

必要経費の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、従業員の中

に個人事業主の親族はいないものとする。 

 

１．仕入れた商品を運送する際に商品の損害を補償するための運送保険を契約した場合は、その

保険料の全額を必要経費とすることができる。 

２．店舗併用住宅建物を保険の対象とした保険期間１年の火災保険を契約した場合は、総床面積

に占める店舗部分床面積相当の保険料を必要経費とすることができる。 

３．個人事業主本人を被保険者とする保険期間１年の傷害保険を契約した場合は、その保険料の

全額を必要経費とすることができる。 

４．個人事業主が所有する自動車（もっぱら事業に使用する）を保険の対象とした保険期間１年

の自動車保険を契約した場合は、その保険料の全額を必要経費とすることができる。 
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（問題５０） 
 

（設問Ｃ）個人事業主が受け取った損害賠償金等に係る所得税に関する次の記述のうち、最も適切なも

のはどれか。 

 

１．対人賠償事故により個人事業主本人が就業中にケガをして受け取った損害賠償金は、非課税

である。 

２．対物賠償事故により店舗に損害を受け、本来の店舗で営業再開できるまでの仮店舗の賃借料

の補償として受け取った損害賠償金は、非課税である。 

３．対物賠償事故により倉庫と倉庫内に保管していた商品に損害を受け、その商品の損害に対し

て受け取った損害賠償金は、非課税である。 

４．対物賠償事故により事業用資産に損害を受け、業務が一時休止となり、収益補償として受け

取った損害賠償金は、非課税である。 

 

 


